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１．本事業で装用訓練等を実施した補装具の種類（該当するいずれかに☑） 

 

  □小児筋電義手   ☑重度障害者用意思伝達装置 

 

２．事業の目的及び要旨  

 

２－１．本事業の目的（実施要項より） 

 補装具費は、当該補装具の操作性・習熟度が一定のレベルに達したときに支給申請および

支給決定されるが、「重度障害者用意思伝達装置」（以下、意思伝達装置）は、操作性及び習

熟度の向上を目的とした訓練（装用訓練）過程において、当該訓練に用いる機器に関し、病

院やリハビリテーション施設の負担、または、補装具事業者からの貸出等により実施されて

いる現状がある。また、当該補装具の引き渡し後においても、身体の成長や症状の進行に応

じて適切なフォローアップが必要であるが、その実施状況は病院やリハビリテーション施

設等の実施機関によって異なっている。 

 本事業では、意思伝達装置を対象種目として、装用訓練のための機器に係る費用や訓練の

実施、知識・技術を習得するための研修等に係る費用を支援することにより、これらの装用

訓練等を提供できる病院やリハビリテーション施設の普及を推進することを目的とする。 

 

２－２．横浜市リハビリテーション事業団の本事業受託目的 

 横浜市リハビリテーション事業団では、装用訓練等を提供できる病院やリハビリテーシ

ョン施設の普及のために、①意思伝達装置の装用訓練マニュアルの作成、および②意思伝達

装置の導入支援に関わる方向けの研修マニュアルの作成を本事業の目的とした。 

① 装用訓練マニュアル 

 横浜市リハビリテーション事業団が運営する横浜市総合リハビリテーションセンターは、

同じ建物内に併設された、横浜市障害者更生相談所（以下、更生相談所）と連携して、意思

伝達装置を含む補装具装用訓練を実施している。この意思伝達装置の導入支援の内容を補

装具費の支給プロセスにそって、他職種協働の視点から装用訓練の内容を整理し、装用訓練

の準備、方法、留意点を具体的に示したマニュアルを作成する。 

②意思伝達装置の導入支援者向け研修マニュアル 

 研修の対象は、行政（区役所）のケースワーカー、介護支援専門員、訪問リハビリテーシ

ョンに関わる作業療法士、理学療法士、言語聴覚士等とし、研修会の実施を通して補装具費

支給制度及び意思伝達装置の理解とともに装用訓練マニュアルを活用した研修実施のマニ

ュアルを作成する。 
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２－３．事業の概要 

① 装用訓練の実施 

 横浜市総合リハビリテーションセンターでは、医師、理学療法士、作業療法士、リハ工学

士（※）などのリハビリテーション専門職が障害児・者の居宅を訪問し、住宅改修、福祉用

具、機能訓練、介助法指導などを行う在宅重度障害者等訪問リハビリテーションサービス事

業（以下、在宅リハサービス事業）を実施している。福祉用具の一つである補装具は、必要

に応じて在宅リハサービス事業において提供されているが、重度障害者用意思伝達装置（以

下、意思伝達装置）は、使用する環境の評価及び訓練が給付決定において必要であり、装用

訓練は、この在宅リハサービス事業で実施している。 

※リハ工学士 リハビリセンターなどの医療機関や福祉機器メーカーなど、リハビリテーション関連

領域の臨床場面で働いている工学技術者の総称。機械・電気・建築などの専門知識を持ち、車椅子の設

計・処方や、住宅改修へのアドバイスを行う。意思伝達装置においては、電気系のエンジニアが担当し、

機器の準備・調整、操作説明や業者との連絡調整などを行っている。 

 

② 装用訓練マニュアルの作成 

装用訓練実施の記録、装用訓練に関わった横浜市総合リハビリテーションセンターの作

業療法士、ソーシャルワーカーとリハ工学士への聞き取りをもとに、装用訓練の準備、方法、

留意点をまとめて装用訓練マニュアルを作成した。 

 

③ 研修会の実施 

 補装具支給に関わる横浜市各区役所関連機関、および装用訓練に関わる訪問リハ、訪問看

護のスタッフに対する研修会を 2 回行った。横浜市各区役所のソーシャルワーカーを対象

にした横浜市障害者更生相談所主催の「補装具制度の理解」研修会に講師を派遣し、意思伝

達装置の説明を行った。また、当事業団主催の訪問看護スタッフ研修の中で、意思伝達装置

の説明と機器体験を行った。 

 

④ 装用訓練研修マニュアルの作成 

 上記 2回の研修会と、過去に行った研修会の内容を精査して、研修対象者や研修目的に沿

った配布資料例を添付した研修マニュアルを作成した。マニュアルには、研修会で伝えるべ

き内容だけでなく、研修会の運営方法のヒントなどを含めた。②の装用訓練マニュアルと合

わせて、研修会を実施する際の手引書となるように１つのパッケージとして公開するよう

にした。 
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３．事業の実施内容 

 

３－１．本事業の対象者 

 本事業対象者は、平成 30年から令和 2年まで 3年間さかのぼり、意思伝達装置の装用訓

練を実施した事例についてのカルテ調査、および本年度（令和 3年度）の訓練事例の２つの

部分からなる。過去 3年間については、意思伝達装置に関する全相談件数 120件のうち 14

事例を抽出した。令和 3年度については、全相談件数 44件のうち装用訓練を 27件実施し、

うち 9ケースを抽出した。合計 23ケースである。年齢、疾患等は以下の表のとおりである。 

 病気の進行や、ニーズの変化などに伴って、同一の対象者に複数回関わることが多く、本

年度は 5名に複数回の訓練が実施されている。 

 

装用訓練事業対象件数 

 

年度 
意思伝達装置 

のべ相談件数 

装用訓練 

のべ実施件数 
本事業対象件数 

平成 30年～令和 2年 120 46 14 

令和 3年 

（本事業年度） 
44 27 9 

 

平成 30年度～令和 2年度事例詳細（14事例） 

 

番号 年度 性別 年齢 疾患 導入本体 導入入力装置 

1 H30 女 32 脳腫瘍 OriHime 視線検出式 

2 H30～R2 女 45 ALS TC ｽｷｬﾝ 接点式 

視線検出式 

3 H30 女 66 ALS TC ｽｷｬﾝ 接点式 

視線検出式 

4 R1 女 36 ALS MCTOS (生体信号） 

5 R1 女 51 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 

6 R1 男 57 ALS MCTOS (生体信号） 

7 R1 女 72 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 

8 R1 男 52 ALS OriHime 視線検出式 

9 R2 男 47 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 

10 R2 女 51 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 

11 R2 男 59 ALS OriHime 視線検出式 
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導入（意思伝達装置）本体名称は次頁３－２および添付の装用訓練マニュアルを参照のこと 

導入入力装置名称は添付の装用訓練マニュアルを参照のこと 

 

令和 3年度事例（9事例） 

 

事例番号は巻末の参考資料を参照 

 

本事業対象者数、年齢、障害の状況等 

 

 

 

疾患名の略称 ALS（Amyotrophic Lateral Sclerosis: 筋萎縮性側索硬化症） 

       CVA（CerebroVascular Attack: 脳血管発作） 

       CP（Cerebral Palsy： 脳性麻痺） 

       MSA（Multiple System Atrophy： 多系統萎縮症）  

       MD（Muscular Dystrophy： 筋ジストロフィー） 

 

番号 年度 性別 年齢 疾患 導入本体 導入入力装置 

12 R2 男 62 ALS OriHime 視線検出式 

13 R2 女 69 ALS MCTOS (生体信号） 

14 R2 女 75 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 

番号 年度 性別 年齢 疾患 導入本体 導入入力装置 

9 R3 女 74 ALS 導入済み 視線検出式 

10、11 R3 女 54 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 

18、19 R3 女 42 CVA 伝の心 空気圧式 

20、21 R3 男 70 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 

31、32 R3 女 51 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 

34 R3 女 64 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式、空気圧式 

36、37 R3 男 56 ALS OriHime 視線検出式 

43 R3 男 56 CVA TC ｽｷｬﾝ 圧電素子 

44 R3 男 77 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 

年度 人数 平均年齢 最低年齢 最高年齢 備考 

H30～R2 14 55.3 32 75 うち ALS 92.8％ 

R3 9 60.4 42 77 うち ALS 77.8％ 
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３－２．本事業で購入等をした補装具の種類とその数量 

 

品名 数量 

意思伝達装置本体  

miyasuku EyeConSW （＊） １ 

OriHime eye + Switch （＊） １ 

MCTOS Model FX １ 

ファイン・チャット １ 

TCスキャン （＊） １ 

トーキングエイドプラス Sパッケージ １ 

入力装置  

視線検出式入力装置 PCEye５ 

（（＊）の本体 3台にそれぞれ同梱） 

３ 

帯電式入力装置 ポイントタッチスイッチ １ 

呼気式（吸気式）入力装置 ブレスマイクスイッチ １ 

空気圧式／圧電素子式入力装置 PPSスイッチ １ 

固定具  

入力装置用固定具 スタンダードアーム １ 

意思伝達装置本体固定用スタンド アシスタンド３ １ 

意思伝達装置本体固定用スタンド マルチスタンド １ 

呼び鈴 ユアコール １ 

呼び鈴分岐装置 ブンキングボックス １ 

呼び鈴 EYEコール １ 
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３－３．本事業の実施機関における実施体制 

 

 横浜市では、意思伝達装置の装用訓練を受けるために、以下のような手続きが必要である。

補装具費支給申請の前に、居住地または住民票のある区役所へ相談し、訓練機関の紹介を受

け、区役所または当事者・家族から訓練機関が依頼を受けて実施する。 

 

意思伝達装置の補装具判定の流れと役割分担 

 

 時期 訓練内容 

装
用
訓
練
手
続
き 

相談 

障害当事者・家族から市町村への相談 

市町村などから障害当事者・家族へ装用訓練実施機関の紹

介 

装用訓練 

市町村または障害当事者・家族から装用訓練実施機関へ訓

練依頼 

装用訓練実施機関は関係機関と連携し訓練を実施 

結果報告 装用訓練実施機関は訓練結果を依頼元へ報告 

補
装
具
判
定
の
流
れ 

申請 
障害当事者・家族から市町村への申請 

市町村担当者から更生相談所へ補装具の判定依頼 

判定 
更生相談所は訓練結果を踏まえ補装具支給について判定 

判定結果について市町村に報告 

支給決定 市町村は障害当事者・家族へ支給決定を通知 

見積・納品 

障害当事者・家族は業者に見積依頼 

業者は障害当事者・家族へ納品 

障害当事者・家族は操作確認 

装用訓練実施機関は、納品や操作確認に立ち会うことが望

ましい。 

フォローア

ップ 

業者は納品後の不具合があれば対応 

装用訓練実施機関は、使用状況、身体機能の変化、介護者

状況の変化をフォローすることが望ましい。 
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実施機関 

(社福)横浜市リハビリテーション事業団 横浜市総合リハビリテーションセンター 

 

 
氏名 役職・職種 担当する内容 

１ 粂田哲人 研究開発課担当課長、作業療法士 事業統括 

２ 山﨑哲司 地域支援課長、理学療法士 事業支援 

３ 河田治朗 総務課長、事務 事業事務統括 

４ 加藤広樹 総務課、事務 事業事務 

５ 池谷麗子 

を含む6名 
地域支援課、作業療法士 

身体機能・ニーズ評価、 

機器適合 

６ 直林祐美子 

を含む5名 
地域支援課、ソーシャルワーカー 

ニーズ評価、機関連携、訪

問調整 

７ 藤記拓也 

を含む2名 
研究開発課、リハ工学士 機器適合 

８ 畠中 規 研究開発課、リハ工学士 事業事務補助 

９ 沼田一恵 研究開発課非常勤、作業療法士 事業事務補助 

 

事業の協力機関 

 

 機関名 サービス内容 職種 担当する内容 

１ 横浜市障害者更生相談所 補装具事務 ケースワーカー 補装具事務、判定 

２ 区役所 補装具事務 ケースワーカー 補装具事務、判定 

３ 福祉用具業者 

ダブル技研（株） 

（株）クレアクト 

企業組合S.R.D 

(株)テクノスジャパン 

補装具販売、

設置、保守 
 

意思伝達装置 

販売設置 

保守 
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横浜市リハビリテーション事業団における事業実施体制 

 

①装用訓練等の担い手の育成状況等 

 当センターにおける装用訓練は、主に作業療法士とリハ工学士、ソーシャルワーカーが装

用訓練チームを形成して取り組んでいる。作業療法士とリハ工学士は臨床経験 10年以上の

ベテランが主力で、意思伝達装置にも精通し、新しい製品や製品のアップデートに対応して

いる。定期的に業者を呼んで製品デモによる説明を受け、スタッフ間で情報共有を行ってい

る。また、国際福祉機器展などの展示会、関連学会などに参加し情報収集に努めている。若

手の作業療法士については、ベテランのス－パーバイズの下で、意思伝達装置の操作を明確

な目的とした身体機能評価や、入力装置の操作評価のＯＪＴを通して育成する。また、装用
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訓練の対象者を担当するソーシャルワーカーやリハ工学士から、制度利用の概要や、意思伝

達装置の取り扱い方などをそれぞれ学んでいる。 

 

②外部医療機関等との連携状況 主治医、施設担当者等との連携 

 装用訓練チームの担当ソーシャルワーカーは、訓練前の情報収集の際に、障害当事者と家

族からのニーズの聞き取りと、主治医や医療機関のＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー）、作

業療法士、理学療法士などと連携を取り、訓練に必要な本人の医療情報を入手する。入院中

であれば、訓練を先方の医療機関に訪問して実施する場合があるので、了解をとり、必要に

応じて先方の訓練スタッフも立ち合いの下で訓練を行えるように調整する。 

 障害当事者が自宅ではなく施設入所の場合には、施設職員との連携を必要に応じて行う。 

 

３－４．事例紹介 

 

 令和 3 年度に意思伝達装置の装用訓練を実施し、補装具費支給制度を利用して装置を導

入した 9事例とその対応経過を以下に示す。平成 30 年度から令和 2 年度までの 14 事例に

ついては、内容を分析し、装用訓練マニュアルの作成にあたっての参考事例とした。 

 

令和 3年度事例（9事例）  

網掛けが装用訓練の訪問 

 

 

事例９ 視線入力操作の様子 

事例番号 性別 年齢 疾患 本体 入力装置 周辺機器 

9 女 74 ALS   呼び鈴 

呼び鈴分岐装置 

訪問日 訪問内容 

2021/4/28 判定＋装用訓練 1回目 圧電素子－＞視線検出式に入力方法を変更 

視線検出式に対応した呼び鈴＋呼び鈴分岐装置を導入 

すでに意思伝達装置（本体）は前年度に導入し使用中 
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事例番号 性別 年齢 疾患 本体 入力装置 周辺機器 

10、11 女 54 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 本体支持具 

訪問日 訪問内容 

2021/9/14 装用訓練１回目 文字入力操作 

2021/9/17 装用訓練２回目 環境制御 機器貸し出し 

2021/9/24 貸し出し機器回収 

2021/9/30 装用訓練３回目 文字入力＋環境制御 

2021/10/11 判定のための動画撮影 

2021/10/12 動画を確認して判定（訪問や来所なし） 

2021/12/21 納品 

2022/1/18 フォローアップ訪問 使用方法説明、設定変更 

事例番号 性別 年齢 疾患 本体 入力装置 周辺機器 

18、19 女 42 CVA 伝の心 空気圧式  

訪問日 訪問内容 

2021/7/19 病院入院中にコミュニケーション手段の相談のための訪問 

2021/8/12 ホスピス転院後に装用訓練１回目 入力装置評価 

2021/8/31 装用訓練２回目 入力装置評価 

2021/9/6 装用訓練３回目 入力装置評価 

2021/9/17 装用訓練４回目 意思伝達装置 操作訓練 

2021/9/24 装用訓練 5回目 意思伝達装置 操作訓練 車椅子座位で 

2021/9/30 判定のための訪問 

2021/11/9 装用訓練 5回目 入力装置用支持具の検討 

2021/11/18 装用訓練６回目 入力装置用支持具の検討 

2021/12/6 納品 

2021/2/1 フォローアップ訪問 スイッチ位置調整 

2021/2/28 車椅子座位での操作用入力装置用支持具納品（自費購入） 

事例番号 性別 年齢 疾患 本体 入力装置 周辺機器 

20、21 男 70 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 本体支持具 

訪問日 訪問内容 

2021/9/16 装用訓練１回目 ３機種操作比較 メニュー選択と文字入力 

2021/11/5 装用訓練２回目 メニュー選択と文字入力、環境制御、LINE操作 

1月納品 
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事例２０、２１ 装用訓練中 本体支持具を使用 要確認 

 

 

 

事例番号 性別 年齢 疾患 本体 入力装置 周辺機器 

31、32 女 51 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

訪問日 訪問内容 

2021/11/19 フォローアップ訪問で意思伝達装置のニーズ相談 

2022/1/6 意思伝達装置の装用訓練 1回目 メニュー選択と文字入力 

2022/3/3 意思伝達装置の装用訓練２回目 環境制御機能の操作 

2022/3/8 見積のための訪問 その後納品され 5月までフォローアップ訪問 

事例番号 性別 年齢 疾患 本体 入力装置 周辺機器 

34 女 64 ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 

空気圧式（自費） 

本体支持具 

訪問日 訪問内容 

2022/1/13 意思伝達装置の装用訓練 1回目 文字入力（車椅子座位） 

2022/2/18 医師、SW交えた機能評価と判定 

2022/3/17 意思伝達装置の装用訓練２回目 文字入力（ベッド上臥位） 
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事例３４ 装用訓練中 意思伝達装置の設定調整

 

事例３４ 装用訓練中 空気圧式入力装置 

 

 

事例番号 性別 年齢 疾患 本体 入力装置 周辺機器 

36、37 男 56 ALS OriHime 視線検出式  

訪問日 訪問内容 

2022/1/27 フォローアップ訪問で意思伝達装置のニーズ相談 

2022/2/15 装用訓練１回目 2機種操作比較 メニュー選択と文字入力 

2022/2/24 判定のための訪問 その後納品され４月に確認訪問 
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事例３６、３７ 視線入力操作の意思伝達装置の装用訓練中 

 

 

 

３－５．フォローアップ状況 

 

 令和 3年度の事例では、9事例のうち 7事例で意思伝達装置の導入後にフォローアップを

実施していた。実施内容は様々で、年度を超えて導入した事例から、使用状況の確認、設定

や入力装置の変更まで含まれていた。フォローアップの方法も、新型コロナ感染拡大防止の

観点から、訪問回数や訪問人数を最低限とするため、電話による家族への聞き取りをした事

例も含まれている。 

 

 

 

 

 

事例番号 性別 年齢 疾患 本体 入力装置 周辺機器 

43 男 56 CVA TC ｽｷｬﾝ 圧電素子  

訪問日 訪問内容 

2021/12/23 コミュニケーション手段の相談のための訪問 

2022/1/27 意思伝達装置の入力方法検討のための装用訓練 視線検出式／圧電素子式 

2022/2/17 装用訓練 2回目 2機種操作比較と環境制御機能の操作 

2022/3/2 判定と見積のための訪問 その後納品され 5月までフォローアップ訪問 

事例番号 性別 年齢 疾患 本体 入力装置 周辺機器 

44 男  ALS TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 遠隔制御装置 

訪問日 訪問内容 

2021/9/17 判定ため施設に訪問 
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令和 3年度事例（9事例） 

 

３－６．研修会等への参加状況 

 

 装用訓練に関わるスタッフ、および関連機関に対する研修を行った。当センター主催の

研修会は、横浜市内の訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士、看護師等に対し

てコミュニケーション支援全般について講義と体験実習を行い、その中で意思伝達装置を

位置づけて、本事業で購入した最新の意思伝達装置や入力装置を使用した。若手や経験の浅

い当センターの理学療法士と作業療法士がスタッフとして参加し、よい教育機会となった。 

 また、横浜市障害者更生相談所が主催した補装具制度に関する研修には、横浜市各区役所

のソーシャルワーカーが参加し、補装具全体の説明の中で、意思伝達装置についても説明さ

れ、当センターのリハ工学士が意思伝達装置の展示とデモを担当した。 

 研修は新型コロナウイルス感染症拡大防止策を十分に講じて実施した。研修マニュアル

の完成に時間を要したため、実際の研修内容に反映されていないが、今後の研修会で利用

し、内容を検証していく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

事例番号 フォロー 内容 

9 〇 意思伝達装置導入済みで、ナースコールを視線検出式に変更 

納品後に電話にて使用状況をフォロー 

10、11 〇 意思伝達装置導入後に車椅子座位操作用に入力装置追加 

18、19 × 導入前に逝去 

20、21 〇 導入後にフォローアップ訪問 

31、32 〇 事業年度内に装用訓練・見積まで終了 

翌年度に判定、納品、使用状況確認のフォロー実施 

34 × 事業年度内に装用訓練、翌年度に納品 

36、37 〇 事業年度内に装用訓練・判定まで終了 

翌年度に納品して終了 

43 〇 事業年度内に装用訓練・判定まで終了 

翌年度に納品、使用状況確認のフォロー実施 

44 〇 意思伝達装置導入後に操作方法再説明や設定変更を実施 
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日時 令和 3年 12月 24日 

タイトル 令和 3年度 障害福祉支援者研修「補装具制度の理解」 

主催 横浜市障害者更生相談所 

対象者 横浜市各区役所ソーシャルワーカー 

内容 制度説明 義肢・装具編 

義肢・装具の種類と機能（義肢・装具の展示） 

制度説明 重度障害者用意思伝達装置編 

重度障害者用意思伝達装置の仕組み（重度障害者用意思伝達装置の展示） 

参加者 20名 

スタッフ リハ工学士が講師として参加 

 

日時 令和 4年 1月 15日 

タイトル 訪問看護スタッフ研修 

主催 横浜市総合リハビリテーションセンター 

対象者 横浜市内各訪問看護ステーション 理学療法士、作業療法士、看護師等 

内容 コミュニケーション支援全般 

重度障害者用意思伝達装置に関する制度説明と機器の説明 

重度障害者用意思伝達装置等の展示と体験 

参加者 10名 

スタッフ 理学療法士、作業療法士、リハ工学士が講師、スタッフとして参加 

 

  

訪問看護スタッフ研修の様子（令和 4年 1月 15日） 
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４．事業実施の考察 

 

４－１．本事業で得られた成果 

 令和 3年度、および平成 30年から令和 2年まで過去 3年間、計 4年間の意思伝達装

置の装用訓練実施事例をまとめて、意思伝達装置の装用訓練の準備や手順、留意点をま

とめた装用訓練マニュアルを作成した。 

 また、意思伝達装置の装用訓練のための過去の研修内容を精査して、さらに今年度、

２回開催した研修会の内容を加えて、研修対象者や研修目的に沿った配布資料例を添付

した研修マニュアルを作成した。マニュアルには、研修会で伝えるべき内容だけでなく、

研修会の運営方法のヒントなどを含めた。装用訓練マニュアルと合わせて、研修会を実施す

る際の手引書となるようにした。 

 ２つのマニュアルは、本報告書の巻末に添付した。 

 

４－２．補装具装用訓練のあり方について 

 

① 装用訓練の実施機関について 

 装用訓練を実施しているのは、主に作業療法士、リハ工学士の他に、事前の情報収集や訪

問調整を行うソーシャルワーカー、身体機能評価や判定を行うリハビリテーション科医師

などのリハ専門職で、リハ工学士の役割を業者が担う場合もある。そのため、装用訓練の実

施機関は、これらのリハ専門職が予め配置されている医療機関、更生相談所、リハビリテー

ションセンターなどの機関が適している。 

 

② 実際の居宅での装用訓練の実施について 

 横浜市の在宅リハサービス事業により意思伝達装置の装用訓練は訪問で実施した。例え

ば筋萎縮性側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis、以下 ALS）のように、対象者の

疾患の多くが発声・発語障害とともに、重度の移動障害を併せ持っていることから、訓練の

ための通院が困難であり、専門職が訪問する方が対象者に負担が少ない。また、入院先、施

設入所先、自宅のいずれの場合でも、意思伝達装置が実際に使用される環境で、実際の設置

状況を模擬的に再現して訓練を行うことが、正確な評価につながり、障害当事者や家族も、

実感を持って訓練を行うことができる。意思伝達装置本体の支持具や、入力装置の支持具は

どのタイプのものが適切なのか、それらをどこに固定するのか、あるいは、使用しない時は

どこに保管しておくのか、など使用場所の環境を見ないと判断がつかないことがある。 

 

③ フォローアップの実施について 

装用訓練終了後に意思伝達装置の適用があるとされた方は、区役所への制度利用申請、判

定、納品からフォローまでの一連の流れがある。医師による判定の際は、装用訓練の状況を
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再現するか、書面や口頭での聞き取りで確認することになるが、訓練に関わったスタッフが

最も正確に判定医に報告できる立場にある。見積や納品、操作確認では、訓練の際の留意点

などを反映した機器の構成になっているか、予め想定していた操作姿勢や操作方法になっ

ているのかなど、細かく確認することができる。フォローアップの際にも、病状の進行によ

って入力装置を見直す必要があれば、前回の経緯を把握している訓練実施機関へ再度装用

訓練依頼をすれば、前回担当者や記録が残っているので、スムーズに対応が可能となる。実

際に事例のほとんどが、装用訓練前の情報提供から継続的に関わっており、意思伝達装置の

導入につながっている。 

 

④ チームアプローチ（地域の関係機関との連携） 

 装用訓練は、補装具費支給制度の流れの中で、適切な意思伝達装置を給付するプロセスの

１つである。その前には、区役所への相談、後には、区役所への制度利用の申請、納品、フ

ォローアップなどがあり、いずれも、障害当事者を日常的にサポートしている主治医の医療

機関、区役所の地区担当ケースワーカー、保健師、ケアマネージャーや訪問 PT、OT、ST、看

護師など多くの機関との連携が必要となる。 

 装用訓練の準備の際には、障害当事者や家族だけでなく、障害当事者を日常的にサポート

している地域の関係機関への電話や書面による情報収集が必要になるが、装用訓練の訪問

に地域の関係機関が同席することもたびたびある。本事業でも１事例平均 7.2 職種が関わ

っており、横浜市総合リハビリテーションセンターの装用訓練チーム以外に、関係機関の医

療・福祉職などが加わっている。訓練に必要なメンバーではないが、障害当事者や家族から

区役所に意思伝達装置の補装具費支給の申請がされたときに、申請書類を確認するだけで

なく実際の訓練場面に同席しているので、適用の判断がつきやすい。また、地域の関係機関

連携という意味では、障害当事者は、意思伝達装置の利用だけでなく、広範囲に及ぶ様々な

福祉サービスを利用されているので、現状確認やフォローアップという意味合いでも重要

になる。 

 

⑤ 最新の試用機器の確保 

 装用訓練に必要な意思伝達装置や入力装置、周辺機器の試用機器は、通常は業者から期間

を決めて借りる。しかし、訪問や外来の日程に合わせて試用機器を用意することや、1週間

程度の貸し出しを受けることは意外と難しい。複数の試用機器を持っている業者が少なく、

遠方の場合には郵送費用や貸し出し費用が必要な場合もある。装用訓練の実施機関が複数

台の試用機器を持っていることが望ましい。機器の貸し出し中に故障があった際に、タイム

リーに修理を行うことは難しいが、試用機器を複数台持っておくと、予備機と交換を行うこ

とができるので、装用訓練を継続することができる。装用訓練中に別の方への装用訓練を行

う場合にも、複数台の試用機器があれば運用可能となる。 

 試用機器は最新のものを用意して装用訓練を行う。最終的な導入機器の選定の際に、障害
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当事者が実際に試した機器が選ばれるが、例えば初期画面のデザインやレイアウトは、バー

ジョンによって異なる場合があり、使い勝手に影響する。SNSを利用する希望があった場合、

LINEなどに対応する追加機能が付加されれば、障害当事者の機器の選択に大きく影響する。

また、意思伝達装置がインストールされているパソコンの OSが古いとアップデートに対応

できず、入力装置や周辺機器とつながらないなどの不具合が生じることがある。業者からの

情報収集を定期的に行い、最新の機器を揃えておくことが重要である。 

 

⑥ 装用訓練スタッフの研修の必要性 

 装用訓練に関わるスタッフは、継続的に研修に参加することが望ましい。医療機関や市区

町村の障害福祉窓口は、定期的に異動で担当者が変わる。補装具・意思伝達装置の件数は、

平成 30 年度に全国で 730 件支給されている（厚生労働省 令和 2 年度厚生統計要覧より）

が、医療・行政の担当者が補装具費の支給や装用訓練を経験している可能性は極めて低い。

研修によって、意思伝達装置、補装具費支給制度、装用訓練について、広く周知して、装用

訓練の適否の正しく迅速な判断と、適切な装用訓練の実施により必要な人に意思伝達装置

が支給されるようにすべきである。その際、福祉職など直接訓練を実施しないスタッフにも 

機器の操作体験を研修のプログラムの中に位置づけることが重要である。 

 担当者が変わらなくても、意思伝達装置に使われている技術は日々向上しており、視線検

出式入力装置のように、まったく新しい要素が追加されることもある。以上の理由から、継

続的な研修参加が必要である。 

 

４－３．今後の取り組み 

 本事業の取り組み内容は、今後関係部署へ周知して、内容を確認していただくとともに、

今後装用訓練チームに参加する方への研修の一助にしていきたい。地域の関連機関につい

ても、作成したマニュアルを中心に周知して、装用訓練の事例が出た際に参照していただく。

装用訓練は、常に評価技術をブラッシュアップし、新しい意思伝達装置や既存の製品のモデ

ルチェンジの情報に追いつく必要がある。 

 意思伝達装置にたいする補装具費支給制度は 3 年ごとに見直しがされているので、制度

の適用範囲、項目や金額に変更があれば、装用訓練にも影響がある。その際には訓練・研修

マニュアルも制度改定を反映した改訂が必要となる。 

 令和 3年度はコミュニケーション支援に関する相談 142件の相談のうち 44件が意思伝達

装置の相談であり、さらに装用訓練を実施したのは 27件だった。そこに至るまでに、情報

提供などを丁寧に行った上で、ニーズの聞き取りを行って、訓練の対象者を絞り込んでいっ

た。意思伝達装置の装用訓練の適用を判断する技術をさらに高めて、意思伝達装置を必要と

する人に、できる限り迅速に供給できるようにすることが今後の課題である。そのためには、

装用訓練に関わる訓練実施機関と関係機関のスタッフに対する研修を継続的に行うことと、

地域の関連機関との連携を強化することが対応策となる。 
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５．参考資料 

 

R3ケース（意思伝達装置の相談全事例） 

注：網掛けは本編３－４で紹介した事例 

 

番号 性別 年齢 疾患 支援段階 本体 入力装置 周辺機器 

1 女 72 ALS 装用訓練 OriHime 空気圧／圧電素子 無線式呼び鈴 

2 女 72 ALS 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

3 女 56 CP 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

4 男 61 ALS 制度利用 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

5 女 53 ALS フォロー TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

6 男 62 ALS 装用訓練 ﾏｸﾄｽ FX 視線検出式  

7 同上 業者紹介 新心語り   

8 男 72 他 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

9 女 75 ALS 制度利用   呼び鈴／ 

分岐装置 

10 女 55 ALS 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

11 同上 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 本体支持具 

12 女 60 ALS 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 

OriHime 

miyasuku 

視線検出式  

13 女 57 ALS 制度利用 miyasuku 視線検出式 遠隔制御装置 

14 女 53 ALS 情報提供 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

15 同上 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

16 男 80 ALS 情報提供 OriHime 

伝の心 

視線検出式  

17 男 87 ALS 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

18 女 43 CVA 装用訓練 伝の心 接点式 呼び鈴 

19 同上 制度利用 伝の心 空気圧／圧電素子 呼び鈴 

20 男 71 ALS 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ  

miyasuku  

OriHime 

接点式 

 

 

21 同上 制度利用 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

22 男 61 ALS フォロー (OriHime)   

23 女 68 ALS フォロー (TC ｽｷｬﾝ)   
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意思伝達装置の導入を含むコミュニケーション支援全体の実績では、令和 3年度は 142件の相談のうち 44

件が意思伝達装置の相談 

番号 性別 年齢 疾患 支援段階 本体 入力装置 周辺機器 

24 女 58 MSA 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 

OriHime 

視線検出式  

25 男 60 ALS 自費購入 miyasuku 

PC操作用 

  

26 男 69 ALS 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ   

27 男 64 MSA 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 

OriHime 

eeyes 

視線検出式  

28 女 60 ALS 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

29 男 71 ALS 装用訓練 miyasuku 視線検出式  

30 女 62 ALS 装用訓練 eeyes 視線検出式  

31 女 53 ALS 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

32 
同上 

制度利用 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 本体支持具 

遠隔制御装置 

33 男 67 ALS 情報提供 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 

接点式 

 

34 女 65 ALS 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式 

空気圧 

 

35 男 71 ALS 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

36 男 57 ALS 装用訓練 OriHime 

miyasuku 

eeyes 

視線検出式  

37 
同上 

制度利用 OriHime 視線検出式 本体支持具 

遠隔制御装置 

38 男 30 CP 装用訓練 ﾌｧｲﾝ･ﾁｬｯﾄ   

39 女 47 ALS 情報提供    

40 男 57 ALS 情報提供 OriHime 視線検出式  

41 男 82 ALS 情報提供 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  

42 男 31 MD 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ  

miyasuku 

視線検出式  

43 男 57 CVA 制度利用 TC ｽｷｬﾝ 圧電素子式  

44 男 78 ALS 装用訓練 TC ｽｷｬﾝ 視線検出式  
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はじめに 

 

 

 上下肢や発声・発語に重度の障害のある方（障害当事者）にとって、適切な機器や道具を

用いてコミュニケーション手段を確保することは大切である。 コミュニケーション手段

のひとつである重度障害者用意思伝達装置（以下、意思伝達装置）は、他の補装具費支給と

同様に身体障害者更生相談所による心身機能との適合、日常生活や作業における有効性な

どの判定をもとに支給される。これには、コミュニケーションに関するニーズをもとに適切

な意思伝達装置を選定し、実際の生活場面で操作性・習熟度が実用レベルにあることを確認

する装用訓練が大切である。 

 本書は、意思伝達装置の装用訓練を行うためのマニュアルである。地域ごとの社会資源に

合わせて最適な意思伝達装置が提供されることを願っている。 
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１ 補装具費支給制度における意思伝達装置とは 

 

１-1 意思伝達装置の定義 

 

⚫ 障害者総合支援法の補装具費支給制度により給付される補装具で、正式名称は「重度障
害者用意思伝達装置」（以下、意思伝達装置）（図 1）という。 

⚫ 補装具費支給制度は利用者が市町村へ申請し支給を受ける公的制度である。 

⚫ 意思伝達装置の定義 

「ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択によ

る伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタが、一体

的なシステムとして構成されたもの」（厚生労働省告示第 528号） 

⚫ 意思伝達装置は重度障害者の日常的なコミュニケーション、医療者や介護者との治療
や療養に関するコミュニケーション、また障害当事者同士の情報交換や就労など社会

参加の役割を担う。 

 

 

図 1 意思伝達装置 

 

１-２ 意思伝達装置の対象者 

 

⚫ 対象者は、重度の両上下肢及び言語機能障害者であって、重度障害者用意思伝達装置に
よらなければ意思の伝達が困難な者（補装具費支給事務取扱指針 障発第 0331004 号 

最終改正令和 4年 3月 31日）である。 

⚫ 厚生労働省の令和 2年度の厚生統計要覧データでは、平成 30年度に全国で支給された

意思伝達装置は 730件、修理件数は 500件である。 

⚫ 対象者の主な疾患 

筋萎縮性側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis、以下 ALS） 
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脊髄性筋萎縮症（Spinal Muscular Atrophy、以下 SMA） 

筋ジストロフィー(Muscular Dystrophy、以下 MD) 

脊髄小脳変性症(SpinoCerebellar Degeneration、以下 SCD) 

多系統萎縮症(Multiple System Atrophy、以下 MSA) 

脳血管疾患 

頚髄損傷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筋萎縮性側索硬化症（ALS） 

 上位・下位の運動ニューロンが冒され、四肢・体幹・口腔・咽頭・顔面の筋肉が麻痺・萎縮する

変性疾患で、中年以降に多く発症する。病状の進行に伴い全身の筋力が低下し、歩行や立ち上がり、

上肢の挙上、手指の動き、頸部の保持、嚥下、発声・発語が困難となり、日常生活は著しく障害さ

れる。発症後４～５年で臥床を余儀なくされ、感染症や呼吸不全で死亡するが、近年、人工呼吸器

や経管栄養管理の発達によって長期間生活できるようになってきた 1）。眼の動きは最期まで比較的

保たれ、感覚障害もなく、排泄のコントロールや精神機能は障害されないが、近年の研究では、神

経変性が運動ニューロン以外に広がった場合には、眼球運動障害や情動調節障害（障害当事者の意

思と無関係な泣き笑いなど）、認知機能の低下などが見られる症例も確認されている 2）。 

 ＡＬＳの進行に伴う重症度とコミュニケーション能力は、厚生労働省による分類（参考資料・４

０頁、表１６）と林らによる分類（参考資料・４０ページ、表１７）を参照されたい 3）。一般的に

手足の筋力が低下していく古典型は徐々に進行していくのに対して、嚥下、呼吸、発声が困難にな

る進行性球麻痺型は進行が早い 4）。しかし、病状の進行は人によって大きな差がある。 

 症状の進行に伴い、運動障害、呼吸障害、摂食・嚥下障害、認知機能障害、高次脳機能障害、コ

ミュニケーション障害などが進行し、生活全般にわたって介助が必要となる。歩行補助具や車椅子

の供給、気管切開と人工呼吸器の装着や排痰のための吸引器の利用、食事の工夫や介助、姿勢保持

などケアが必要な事柄は多岐にわたる。疾患の進行に伴う生活全般の介助は、すべて家族が担うの

は困難なため、障害福祉サービスや介護保険のサービスを導入し、生活環境を整えることが重要で

ある。1）5）6）7）8） 
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１－３ 意思伝達装置の目的 

 

⚫ 意思伝達装置は重度障害者の日常的なコミュニケーション、医療者や介護者との治療
や療養に関するコミュニケーション、また障害当事者同士の情報交換や就労など社会

参加の役割を担うために使用する。 

 

１－４ 意思伝達装置の補装具支給とその流れについて 

 

⚫ 意思伝達装置の支給を受ける手順は、市町村へ申請→市町村から更生相談所へ判定依
頼→更生相談所による判定→更生相談所から市町村へ判定結果の報告→市町村が意思

伝達装置を支給する。（図２） 

⚫ 市町村により申請窓口が異なるので先に電話等で確認することが望ましい。 

⚫ 障害者総合支援法による補装具の定義は以下の通りである。 

① 障害者等の身体機能を補完し、または代替し、かつその身体への適合を図るように
製作されたもの 

② 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就
学のために、同一の製品につき長期間に渡り継続して使用されるもの 

③ 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要
とされるもの 

⚫ 補装具は障害当事者の身体機能と生活状況を医師が確認して、必要な補装具の種類や
内容を判断する。これを判定と呼ぶ。 

⚫ 装用訓練を含めた判定の流れで、各々の役割分担は表に示す通りである。（表１） 

 

 

 

 

図２ 補装具（意思伝達装置）判定の流れ 
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表１ 意思伝達装置の補装具判定の流れと役割分担 

 

 時期 訓練内容 

装
用
訓
練
手
続
き 

相談 

障害当事者・家族から市町村への相談 

市町村などから障害当事者・家族へ装用訓練実施機関の紹

介 

装用訓練

（＊） 

市町村または障害当事者・家族から装用訓練実施機関へ訓

練依頼 

装用訓練実施機関は関係機関と連携し訓練を実施 

結果報告 装用訓練実施機関は訓練結果を依頼元へ報告 

通
常
の
補
装
具
判
定
の
流
れ 

申請 
障害当事者・家族から市町村への申請 

市町村担当者から更生相談所へ補装具の判定依頼 

判定 
更生相談所は訓練結果を踏まえ補装具支給について判定 

判定結果について市町村に報告 

支給決定 市町村は障害当事者・家族へ支給決定を通知 

見積・納品 

障害当事者・家族は業者に見積依頼 

業者は障害当事者・家族へ納品 

障害当事者・家族は操作確認 

装用訓練実施機関は、納品や操作確認に立ち会うことが望

ましい。 

フォローア

ップ 

業者は納品後の不具合があれば対応 

装用訓練実施機関は、使用状況、身体機能の変化、介護者

状況の変化をフォローすることが望ましい。 

 （＊）２章 装用訓練を参照 

 

 補装具判定の具体的な流れと役割分担は障害当事者の住んでいる地域によって異なるの

で、まず市町村窓口に問い合わせる。 
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１－５ 補装具費支給制度対象の意思伝達装置の構成 

 

⚫ 意思伝達装置は、本体、入力装置、周辺機器の３つの部分から構成される。 

⚫ 本体は、「文字等走査入力方式」と「生体現象方式」の２つの方式がある。 

・「文字走査入力方式」は意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれており、文

字盤又はシンボル等の選択による意思の表示等の機能を有する。 

・「生体現象方式」は生体信号の検出装置及び解析装置であり、脳波や脳の血液量等を

利用して「はい・いいえ」を判定する。 

・付帯機能として、家電製品等のリモコン操作を行うことができる環境制御機能、電子

メール等で遠隔地の相手とコミュニケーションが可能な通信機能が付くものがある。 

・意思伝達装置本体の支給価格は表２の基準表（10頁）に定められている。 

⚫ 入力装置は、接点式、帯電式、筋電式、光電式、呼気式(吸気式)、圧電素子式、空気圧

式、視線検出式の 8種類がある。 

⚫ 周辺機器は、本体修理、固定台(アーム式又はテーブル置き式)、固定台(自立スタンド

式)、入力装置固定具、呼び鈴、呼び鈴分岐装置、遠隔制御装置の 7種類がある。 

・入力装置と周辺機器の支給価格は、表３の修理基準（18頁）に定められている。 

⚫ 身体機能や生活環境などによって、これらを適切に組み合わせれば、使いやすさが向上
する。 

 

 

図３ 意思伝達装置を使用している様子 

 

１－５－１ 意思伝達装置本体 

 

（１）文字等走査入力方式 

⚫ 自動スキャンという走査入力（スキャン）方法で、50音表から文字を選択する。（図４） 

⚫ 入力装置を「押す」などの 1動作ができれば操作が可能（タイピング能力は不要）。 

⚫ 画面に表示された 50音表の行や列の色や明るさが一定時間ごとに代わる（フォーカス

される）ので、希望の行や列がフォーカスされたタイミングで入力装置を操作する。 
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⚫ フォーカスの移動する速さは、ユーザーが入力装置を操作できる速さに調整すること
ができる。9）10） 

 

図４ 自動スキャンによる文字入力 

入力装置の操作でフォーカスの移動を止めて、行・列を順に選択して文字を入力する。 

 

（２）生体現象方式 

⚫ 手指や眼球、表情筋などの筋活動による機器操作が難しい方の脳波や脳の血液量など
の変化（生体信号）を検出・解析する。 

⚫ 呼びかけた質問に対する障害当事者の「はい・いいえ」を判定する（図５）。他の入力
装置の操作が難しい場合の選択肢になる。 

⚫ 留意点として、「脳波の検出は顔面や咬筋などがわずかに動く場合にはノイズになり、
生体信号検出が難しい」「まばたきや表情など他の方法での回答に対する正誤の検証が

難しい」側面がある。 

⚫ 家族など近しい人が障害当事者の意思や思いをくみ取った問いかけに対して、機器が
反応することで両者間でのコミュニケーションのひとつとなる。 

⚫ 使用評価・判断は、名前や年齢、日付など「はい・いいえ」で回答できる質問を用意し
障害当事者に機器の操作で答えてもらうようにする。 

 

 

図５ 生体現象方式の意思伝達装置 
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表２ 重度障害者用意思伝達装置本体の購入基準 

 

種目 名称 基本構造 付属品 価格 
耐
用
年
数 

備考 

重
度
障
害
者
用
意
思
伝
達
装
置 

文
字
等
走
査
入
力
方
式 

意思伝達機能を有す

るソフトウェアが組

み込まれた専用機器

であること。文字盤

又はシンボル等の選

択による意思の表示

等の機能を有する簡

易なもの。 

プリンタ 

身体の障害の状況に

より、その他の付属

品を必要とする場合

は、修理基準の表に

掲げるものを付属品

とする。 

143,000 5 
ひらがな等の文字綴り選択による

文章の表示や発声、要求項目やシ

ンボル等の選択による伝言の表示

や発声等を行うソフトウェアが組

み込まれた専用機器及びプリンタ

が、一体的なシステムとして構成

されたものであること。 

 
簡易な環境制御

機能が付加され

たもの。 

上と同じ。 
191,000 5 

簡易な環境制御機能が付加された

ものとは、1 つの機器操作に関す

る要求項目を、インタフェースを

通して機器に送信することで、当

該機器を自ら操作できるソフトウ

ェアをハードウェアに組み込んで

いるものであること。 

 
高度な環境制御

機能が付加され

たもの。 

遠隔制御装置 

 

その他は上と同じ。 

450,000 5 
高度な環境制御機能が付加された

ものとは、複数の機器操作に関す

る要求項目を、インタフェースを

通して機器に送信することで、当

該機器を自ら操作することができ

るソフトウェアをハードウェアに

組み込んでいるものであること。 

 
通信機能が付加

されたもの。 

遠隔制御装置 

 

上と同じ。 

450,000 5 
通信機能が付加されたものとは、

文章表示欄が多く、定型句、各種

設定等の機能が豊富な特徴を持

ち、生成した伝言を、メール等を

用いて、遠隔地の相手に対して伝

達することができる専用ソフトウ

ェアをハードウェアに組み込んで

いるものであること。 

生
体
現
象
方
式 

生体信号の検出装置

及び解析装置 
プリンタ及び遠隔制

御装置を除き上と同

じ。 

450,000 5 
生体現象方式とは、生体現象(脳波

や脳の血液量等)を利用して「は

い・いいえ」を判定するものであ

ること。 
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１－５－２ 入力装置の種類と特徴 

 

⚫ 意思伝達装置のユーザーの身体機能と操作対象機器の種類、使用場所によってさまざ
まな入力装置を使い分けることが有効である 11）。 

 

（１）接点式入力装置 

⚫ 押しボタンスイッチのこと。 

⚫ 様々な種類や形状のものがあり、指先のわずかな力や足踏みで操作できて、最適な大き
さや形状のものを選ぶことができる。 

⚫ 操作した時のクリック音やクリック感などの操作感に優れている。 

⚫ 設置の仕方によって、ベッド上で仰臥位でも、車椅子上の座位でも操作することができ
る。（図６） 

 

 

図６ 接点式入力装置 

 

（２）帯電式入力装置 

⚫ タッチセンサのことで、身体の静電気に反応する入力装置。 

⚫ 筋力が低下している方でも触れれば操作可能（図７）。 

⚫ 接点式入力装置のような操作感がないので、入力の確認は表示ランプや音で知らせる。 
⚫ 帯電式も含め、接点式以外の入力装置には別途電源が必要。 

 

 

図７ 帯電式入力装置 
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（３）筋電式入力装置 

⚫ 腕やあごなどの大きな筋肉が収縮するときに発生する筋電（ElectroMyoGram、EMG）の

強弱を皮膚表面に貼り付けた電極で検知する。（図８） 

⚫ あごをかみ締める、肩に力を入れるなど、必ずしも巧緻性の高い動作は必要ないことが
長所。 

⚫ 注意点として、有線のセンサを身体に装着することの鬱陶しさ、貼り付け面の皮膚のか
ぶれ、ベッドや車椅子に引っかかって断線する、意図せず線が動くことで雑音が入り誤

動作に繋がる。 

 

 

図８ 筋電式入力装置 

 

（４）光電式入力装置 

⚫ 光ファイバーを通して手指などに光を当ててその反射光の強さから動きを検知する。 

⚫ わずかな動きでも検知ができ、皮膚への接触が煩わしい部位（額や瞼など）で入力した
いときに利用される。（図９） 

⚫ 精密機器なので介護者が取り扱いを難しく感じることもある。 

 

 

図９ 光電式入力装置 
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（５）呼気式（吸気式）入力装置 

⚫ チューブやストローを通して息を吹く・吸うときの気圧の変化を検知する。（図１０） 
⚫ 1つの入力装置で、吹く操作と吸う操作の２つの操作ができる。 

⚫ 息を吹く・吸うときに自分の口元にも圧がかかるので、操作感がある。 

⚫ チューブやストロー内に唾液や水滴がたまるので、衛生保持と装置の故障を防ぐため
洗浄、消毒や乾燥などの定期メンテナンスが必要。 

⚫ 四肢が動かせない高位頸髄損傷者によく利用されている。 

 

 

図１０ 呼気式（吸気式）入力装置 

 

（６）圧電式入力装置 

⚫ 身体の動きによってピエゾ素子の薄板がたわみ、発生した電圧を検知する。（図１１） 
⚫ わずかな力でもたわみが生じるため、微小な動きを捉えることができる。 

⚫ 有線のセンサを身体に装着するため、筋電式と同様に鬱陶しさ、貼り付け面の皮膚がか
ぶれ、ベッドや車椅子に引っかかって断線するなど注意が必要。 

 

 

 

図１１ 圧電式入力装置 
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（７）空気圧式入力装置 

⚫ エアバッグの上に乗せた手などのわずかな動きを空気圧の変化として検知する。 

⚫ 手をのせたときの重さを自動的に差し引いてくれるので、簡単に設置できて使い勝手
がよい。（図１２） 

⚫ エアバッグを折りたたんで、手のひらに握りこんで使うこともできる。 

 

 

図１２ 空気圧式入力装置 

 

（８）視線検出式入力装置 

⚫ 平成 30年度の制度改定で項目に新たに追加された比較的新しい入力方式。 

⚫ 視線の動きを赤外線カメラ（センサ）で検出する。（図１３）（図１４） 

⚫ 前述の文字等走査入力方式と異なり、画面上の文字盤から入力したい文字を一定時間
凝視して直接文字を選択する。 

⚫ 走査入力の待ち時間がないため、文字入力が速くなる可能性と、身体装着が必要ない利
点がある。 

⚫ 設置にあたっては、頭部（目）と入力装置の位置関係が重要。 

⚫ 機器操作の前に、画面上の指定された点を数点凝視するキャリブレーションという作
業が必要で、身体介助などで頭部の位置が大きく動くと、再度キャリブレーションが必

要になる。 

⚫ 視野の範囲や眼精疲労などを考慮する必要がある。 

 

                 

     図１３ 視線検出の原理       図１４ 視線検出式入力装置 

   眼球に赤外線を照射してその反射光から      文字盤上の選択したい文字を凝視すると文字       

   視線の向きを測定する。             が入力される。 
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１－５－３ 周辺機器 

 

⚫ 意思伝達装置の周辺機器には、本体修理、固定台(アーム式又はテーブル置き式)、固定

台(自立スタンド式)、入力装置固定具、呼び鈴、呼び鈴分岐装置、遠隔制御装置の 7種

類がある。 

 

（１）本体修理 

⚫ 本体修理は、主にパソコンのハードディスクなどハードウェアの故障、または機器を使
い続けるのに必要なソフトウェアのアップデートに対応する。 

 

（２）固定台 

⚫ 固定台は、意思伝達装置の本体（パソコン部分）を使用場所に、障害当事者が画面を見
やすいように固定するための台である。 

⚫ 固定台を車椅子上で使用する場合には、画面の高さを目の高さに合わせる。 

⚫ 固定台をベッド上で使用する場合には、ベッドの高さや角度に合わせて、画面を傾斜さ
せて支える必要がある。 

⚫ アーム式固定台はオーバーテーブルやサイドレールにクランプしたアームに意思伝達
装置本体を固定する（図１５）。アーム式は固定位置の自由度が高いので体位交換で身

体の向きが変わる場合にも適応できる。 

⚫ テーブル置き式の固定台は主にノートパソコンをベースにした意思伝達装置を一定の
画面角度に固定する台で、その特徴は構造が簡単で取り扱いやすい反面、アーム式に比

べて固定位置の自由度が少ない（図１６）。 

⚫ スタンド式の固定台は、ベッドサイドで意思伝達装置を使用する場合、介助のじゃまに
ならない場所へ移動ができる（図１７）。パソコン画面の角度を細かく調整することが

できるタイプは視線検出式入力装置と相性がよい。一方、足台部分の大きさがあるので、

使用しない時、身体介護等の妨げにならないように置き場所を考える必要がある。 

 

          

図１５ 固定台(アーム式)  図１６ 固定台（テーブル置き式)  図１７ 固定台(自立スタンド式) 

 

（３）入力装置固定具 

⚫ 入力装置固定具とは入力装置を障害当事者の操作しやすい位置に固定するための支持
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具。車椅子やベッド周りに固定して、入力装置の位置を手・足・頭などの操作部位の近

くに固定できる（図１８）。 

⚫ 入力装置固定具の種類はノブボルトを回して固定するものや、蛇腹で位置決めするも
のなどがあり、入力装置を固定具の先端にねじ止めするか、両面テープやベルクロで固

定する。 

 

 

図１８ 入力装置固定具 

 

（４）呼び鈴 

⚫ 病院、施設同様に在宅でも使用できるナースコールの制度上の名称を「呼び鈴」と言う。
呼び鈴は意思伝達装置の使用中に介助を依頼する際などに使用する。 

⚫ 呼び鈴の種類は有線／無線、電池式／充電池式／AC 電源式があり、無線でかつ充電式

では断線の心配なく設置場所も融通が利く。乾電池が必要なものは、時々交換が必要な

ので注意する。但し、無線式のものは、建物の構造や冷蔵庫などの金属によって電波が

うまく伝わらない場合があるので注意する（図１９）。 

 

 

図１９ 無線式の呼び鈴 

 

（５）呼び鈴分岐装置 

⚫ 意思伝達装置を操作する入力装置で呼び鈴も操作できるようにするための装置を呼び
鈴分岐装置と呼ぶ（図２０）。 

⚫ 呼び鈴分岐装置は意思伝達装置を呼び鈴へ切り替える装置で、入力装置を長く押す、あ
るいは短い時間に何回か入力することで呼び鈴に操作を切り替えることができる。入
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力装置の種類によっては、連続した長い入力が得られないもの（例えば圧電素子式入力

装置）があるので注意する。長い入力が入れられない場合は、短い入力を複数回行う必

要があり、障害当事者の身体機能的に難しい場合がある。 

 

 

 

図２０ 呼び鈴分岐装置 

入力装置を短い時間押すと意思伝達装置が操作できて、長押しすると呼び鈴が鳴る 

 

（６）遠隔制御装置 

⚫ テレビやエアコンなど、主に家電製品のリモコン装置で、意思伝達装置に接続して、入
力装置を介して家電製品が操作するものを遠隔制御装置といい、自分で照明を点け、テ

レビをつけることができる（図２１）。使用時は、個々の家電製品のリモコン信号を事

前に登録する作業が必要。どの家電製品を登録したいかを業者と相談しておく。 

 

 

 

図２１ 遠隔制御装置 

 

以上の入力装置と周辺機器は一覧表で補装具制度の項目に修理基準として金額とともに掲

載されている（表３）。 
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表３ 重度障害者用意思伝達装置の修理基準 

 

種目 形式 修理部位 価格 備考 

重度障害

者用意思

伝達装置 

 
本体修理 

50,000  

固定台(アーム式又はテ

ーブル置き式)交換 
30,000  

固定台(自立スタンド式)

交換 
50,820  

入力装置固定具交換 
30,000  

呼び鈴交換 
20,000  

呼び鈴分岐装置交換 
33,600  

接点式入力装置(スイッ

チ)交換 
10,000  

帯電式入力装置(スイッ

チ)交換 
40,000 

触れる操作で信号入力が可能なタッチセンサーコ

ントローラーであること。別途必要なタッチ式入力

装置は 10,000円、ピンタッチ式先端部は 6,300円

増しとすること。 

筋電式入力装置(スイッ

チ)交換 
80,000  

光電式入力装置(スイッ

チ)交換 
50,000  

呼気式(吸気式)入力装置

(スイッチ)交換 
35,000  

圧電素子式入力装置(ス

イッチ)交換 
40,000  

空気圧式入力装置(スイ

ッチ)交換 
40,000 

感度調整可能なセンサを使用するものに限る。 

視線検出式入力装置(ス

イッチ)交換 
180,000  

遠隔制御装置交換 
21,000  
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２ 装用訓練 

 

２－１ 装用訓練チーム 

 

⚫ 装用訓練の実施は、リハ専門職が配置されている医療機関、更生相談所、リハビリテー
ションセンターなどの機関が担うことが望ましい。 

⚫ 装用訓練の実施には、チームづくりと事前の情報収集が必要である。 

⚫ 装用訓練前に、医師や作業療法士による、身体機能等の評価を行い、意思伝達装置の適
合の可能性を検討する。 

⚫ 装用訓練は、できる限り実際に意思伝達装置を使う場所で行い、障害当事者だけでなく、
家族や介助者のサポートも含めた訓練を行う。可能であれば、試用機器の短期貸し出し

を行い、実生活の中で訓練を行う。 

⚫ 装用訓練は補装具費支給制度の延長線上にあり、実施機関は関連する福祉、行政機関と
の連携が必要である。 

⚫ 装用訓練実施機関では、医師、作業療法士、ソーシャルワーカー、エンジニアなどを中
心にした専門職のチームを作り、業者の協力を得て訓練を行う（図２２）。 

⚫ 専門職のチームで取り組むことで（チームアプローチ）、多職種のチームの様々な視点
から、障害当事者により適合する意思伝達装置の選択が可能になり、機器の継続的な利

用の定着につながる。 

⚫ 装用訓練を行い、意思伝達装置の導入を決定していく上で大事なことは、①障害当事者
（または家族）が最終決定をすることである。 

 

 

図２２ 装用訓練実施機関内の訓練チーム 
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２－２ 装用訓練前の評価・情報収集 

 

（１）装用訓練に向けてのニーズの把握 

⚫ 装用訓練チームは、市町村または障害当事者・家族から訓練依頼を受けたら、意思伝達
装置の適応の可能性について判断するために、最初に福祉制度や地域のリソースに詳

しいソーシャルワーカーや社会福祉職が電話、訪問、来所などで図２３にあるようなコ

ミュニケーション・ニーズの聞き取りを行う。障害当事者の障害受容にも注意を払う。 

⚫ 普段の生活の様子など、訓練に必要な情報収集や、意思伝達装置導入後のフォローアッ
プなどをスムーズに行えるように、障害当事者の主治医や往診医、介護支援専門員（ケ

アマネージャー）や相談支援専門員、市町村の介護・福祉サービス提供者、保健所など

の支援者と連携をとる。 

⚫ 最初から意思伝達装置の導入を前提にするのではなく、障害当事者・家族のニーズにあ
った解決策の 1つであることに留意する（次頁 コラム「その他のコミュニケーション

手段」参照）。主治医や医療職による予後予測も考慮に入れた継続的な支援を予め視野

に入れておく。 

⚫ 支援者全体を把握して、誰が今後の訓練の進め方を相談すべき相手（キーパーソン）な
のかを見極める。それにより無駄なく、障害当事者の意思を正確に反映した機器の導入

が可能になる。 

⚫ 身体機能評価と装用訓練を行うための専門職の外来・訪問日程を調整する。 

装用訓練の適応の可能性についての判断は、以下の点に留意して行う（２４頁、表

４）。これらは装用訓練を行った結果、意思伝達装置の導入に至らなかった事例の

理由であり、訓練前に意思伝達装置は不適合で、他の方法を検討すべきと判断する

際に参考になると思われる。 
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  コミュニケーション・ニーズの把握 

   

  具体的な手段の検討 

   

図２３ コミュニケーション・ニーズの整理の例 

 

日常的なコミュニケ

ーション

•介助の要望

•予定の確認

•世間話

治療や療養に関する

意思表示

•治療の要望

•治療の選択

社会参加・他

•就労

•学業

•趣味活動

 

•文字盤、簡易筆談器、意思伝達装置等

対面的なコミュニケーション（その場にいる家族・介護者と）

•電子メール、インターネット、SNS

社会的なコミュニケーション（遠方の家族、就労・就学先）
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その他のコミュニケーション手段 

 コミュニケーションに対する支援は、病状の様態や場面、目的などに合わせて、様々

な道具や機械を使い分けて、障害当事者と家族や支援者の意思疎通を図ることを目的と

する。意思伝達装置を用いる以外の方法もいくつかあり、選択肢として提示する。発声・

発語が可能であれば声で人を呼び、上肢の機能が残っていれば、スマートフォンやタブ

レット、簡易筆談器（図２４）などを利用した筆談を用いてコミュニケーションを取る。

上肢の機能低下や、発声・発語が難しくなったら、市販の玄関チャイムなどを利用した

呼び鈴で人を呼び、キーボード上の文字を押せば発声する携帯用会話補助装置（図２５）

を用いる、あるいは 50音表文字盤（図２６）の指差し、または介助者による指差し＋う

なずき、まばたき、口唇の形を読み取る方法などで言葉を伝える。上下肢筋力がさらに

低下しても、眼球運動により、問いかけに対し瞬きで回答する、あるいは文字盤の文字

を視線で選択しそれを介助者が読み取る方法がある。これらの方法は、長文になると互

いの負担が大きくなるが、単語程度の要件を目の前の介助者に伝える場合は、特別な機

器や電源を用意することなく簡便にどこでも利用できるというメリットがある。 

 

         

    図２４ 簡易筆談器         図２５ 携帯用会話補助装置 

 

   

      図２６ 文字盤 
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表４ 装用訓練適応を判断する際の留意点 

 項目 例示 

個人要因 〇精神機能 うつ症状により操作意欲が低下 

〇認知機能 機器の操作が理解できなかった 

話し言葉の表出が難しくなった 

単語レベルの文字の入力が困難 

感情失禁、情動コントロール困難 

〇身体機能 

 

傾眠傾向 

振戦、眼振 

機器試用時に SPO2が低下してしまう 

構音障害を有するが聞き取り可能 

意思伝達装置を使用しなくても充分意思疎通ができた 

〇意志・意向 スマホ、タブレットの使用を選択した 

自分のパソコンの利用を希望した 

環境要因 〇介護者要件 介護者が拒否。能力的に難しい 

障害当事者の意向を確認せず介護者のみが使用を希望した 

〇経済状況 自己負担額など金銭面 

〇状況の変化 様々な支援により介助者に余力ができ、他の手段でコミュニ

ケーションが取れるようになった 

〇設置環境 介助の妨げにならない機器の置き場所の確保に苦労した 

 

（２）身体機能等の評価 

⚫ 装用訓練に先立ち、主に作業療法士が中心となって、身体機能等の評価を訪問や外来に
て行う。意思伝達装置の入力装置の操作を行うための手指等の機能評価である。かかり

つけ医などで、すでに評価結果がある場合にはその内容確認に代えてよい。 

⚫ 身体機能評価と同時に、事前に聞き取ったニーズを改めて確認し、表５、表６、表７の
ように障害当事者の身体機能、認知機能などと機器の使用環境を評価し、機器操作の能

力を判断する。可能であれば主治医や医師の判断を仰ぐ。 

⚫ 入力操作に利用する身体部位だけでなく、姿勢や各部の筋力など全身状態を確認する。
機器の操作のしやすさや入力装置の選択、固定方法、本体やモニタ（表示器）の支持方

法に影響する。 

⚫ 実際の入力装置で、操作に必要な手指等の身体部位の操作力（スイッチを押し込む力が
十分あるか）など、表８の項目に従って評価を行う。 

⚫ 身体機能評価の準備作業として、身体部位の動きが出やすいように、温めやマッサージ、
眼球の場合、点眼薬の使用や眼球周囲のマッサージは有効である。呼吸困難がある方は、

予め吸引などのケアを行うと、咳や痰に妨げられずに機器操作に集中できる。 
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⚫ 機器の操作評価の際には、エンジニアや業者が同席し、医療職を技術的にサポートする
ことが望ましい。評価に使用する試用機器や周辺機器の用意や調整には、専門知識が必

要であり、装用訓練中に入力装置の設定変更を行う際に素早く対応することができる。 

⚫ 意思伝達装置を使いこなすには、障害当事者の意欲、発症以前のＩＴ機器の使用経験
（表９）、および介助者能力（表１０）も重要な要素であり、確認する必要がある。 

 

表５ 入力操作に利用できる身体部位 

上肢 右 

左 

下肢 右 

左 

頚部  

顔面  

眼球運動  

その他  

 

表６ 機器操作上の留意点 

覚醒レベル 傾眠傾向の有無 集中力の維持 

認知機能 50音の探索 

表示画面階層の理解 

伝わりやすい文に変換する 

視機能 視力 

視野 

眼鏡使用の有無 

画面上の特定のエリアを一定時間注視 

眼振 

眼精疲労 

眼瞼下垂 

 

表７ 機器の使用場所と使用姿勢 

使用場所 自宅内：ベッド（臥位、側臥位）／車椅子／椅子／その他（        ） 

自宅外： 

使用姿勢 背臥位 

側臥位 

座位 
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表８ 入力装置の適合評価項目 

評 価 項 目 評 価 内 容 （例） 

操作力 操作に必要な手指等の身体部位の操作力 

（スイッチを押し込む力が十分あるかなど） 

操作の持続時間 スイッチを何秒押し続けられるか 

タイミング操作 画面表示の指示に合わせたタイミングで操作できるか 

耐久性、持久力 繰り返し操作を疲労なく行えるか 

再現性（確実性） 同じスイッチ操作を疲労や位置ずれなどで操作しにく

くならないか 

認知 操作理解があるか 

因果関係理解 入力装置で機器を操作していることを理解しているか 

操作している感覚があるか 触覚や内部（深部）感覚などで操作のフィードバックを

得られているかどうか 

視覚 入力装置が見えているか 

聴覚 操作音（フィードバック音）（ピー音、ブザー音など）

が聞こえているか 

 

表９ ＩＴ機器の使用経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用頻度 使用場面 ツール 

  ・毎日 

  ・必要時のみ 

   ・就労 

   ・学業 

   ・趣味 

   ・パソコン 

   ・タブレット 

   ・スマートフォン 
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表１０ 介助者能力の評価例 

障害当事者の能力とともに、家族や介護者の能力と意欲を見極める必要がある。 

例）主介助者が 60代妻、副介助者が介護サービス提供者 
 

機器の理解度 機器のセッティ

ング作業 

作業時間の確保 精神的余裕 

主介助者 あいまい。 指示通りに行う

ことができる 

概ね確保できる 夫がせかさなけ

れば問題ない 

副介助者 可能。 指示通りに行う

ことができる 

サービス提供時

間の中で 5分程

度 

サービス提供が

スムーズであれ

ば余裕ができる 

 

 障害当事者が意思伝達装置を継続的に使用するためには、主たる介助者である家族や配

偶者のサポートが重要な要素であり、メーカーや装用訓練の実施機関が肩代わりすること

はできない。意思伝達装置は、機器をセットし、入力装置を正しい位置に装着して初めて使

用可能になる。機器に対する苦手意識がなく、家族関係が良好であれば、障害当事者が使い

たいときに気軽にセットを頼めるので、使用頻度も高くなる。また、ヘルパーや訪問看護な

どのサービスが適切に利用されていると、家族の時間的・精神的な介護負担が軽減され、機

器操作のサポートも可能になる。意思伝達装置の利用が、障害当事者、家族、介護者相互の

コミュニケーションに有用であることを理解して協力してくれることが肝要となる。加え

て、意思伝達装置の操作の仕方や、機器を構成しているパソコンやタブレットの基本的な使

い方を障害当事者といっしょに確認できる人が必要となる。同居家族が難しければ、親戚や

近隣のパソコンボランティアの協力も検討する。使用している入力装置が、病状の進行に合

わなくなってきたとき、最初にそれに気づくのも日々障害当事者を観察している家族や介

護者になる。再度装用訓練を行う必要があれば、市町村や装用訓練実施機関への相談を障害

当事者といっしょに行うことになる。 
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２－３ 試用機器の選択 

 

（１）機器の選択 

⚫ 身体機能等の評価結果から、障害当事者のコミュニケーション・ニーズに合わせて装用
訓練に使用する意思伝達装置本体を仮選定し、操作評価に基づいて選択した入力装置

を２～３種類に絞り込んで装用訓練を行う。本体支持具、入力装置支持具、呼び鈴、呼

び鈴分岐装置などの周辺機器もニーズや環境に合わせて用意する。 

（２）試用機器の用意 

⚫ 仮に選定した機器が装用訓練の実施機関になければ、業者の協力を得て、短期貸し出し
を受ける。あるいは、居住地域で補装具の借受け（＊）を実施していれば、それを利用

して貸し出しを受けて用意する。その場合に、障害当事者と家族に費用発生があれば、

予め費用負担について説明し了解をとる。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借受け（＊） 

 補装具の平成 30 年度改定で、新たに項目として追加された。補装具は原則的に購

入費用を支給するものだが、以下の条件に該当する場合は、業者から有料貸し出しを

受け、その費用を支給する。 

 ①身体の成長に伴い、短時間で補装具等の交換が必要であると認められる場合 

 ②障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合 

 ③補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場

合 

 意思伝達装置については、②と③が当てはまると更生相談所が判断したとき、借受

けの利用が可能となる。貸し出しについては、本体のみ可能で、入力装置と周辺機器

については、購入し、組み合わせて使用する。借受け費用は、借受け基準として月額

費用定められている（表１１）。 
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表１１ 重度障害者用意思伝達装置の借受け基準 

 

種目 名称 基本構造 付属品 価格 備考 

重
度
障
害
者
用
意
思
伝
達
装
置 

文
字
等
走
査
入
力
方
式 

意思伝達機能を有す

るソフトウェアが組

み込まれた専用機器

であること。文字盤

又はシンボル等の選

択による意思の表示

等の機能を有する簡

易なもの。 

プリンタ 

身体の障害の状況に

より、その他の付属

品を必要とする場合

は、修理基準の表に

掲げるものを付属品

とする。 

3,750 
ひらがな等の文字綴り選択による文章の表

示や発声、要求項目やシンボル等の選択に

よる伝言の表示や発声等を行うソフトウェ

アが組み込まれた専用機器及びプリンタ

が、一体的なシステムとして構成されたも

のであること。 

 
簡易な環境制御

機能が付加され

たもの。 

上と同じ。 
4,770 

簡易な環境制御機能が付加されたものと

は、1つの機器操作に関する要求項目を、イ

ンタフェースを通して機器に送信すること

で、当該機器を自ら操作できるソフトウェ

アをハードウェアに組み込んでいるもので

あること。 

 
高度な環境制御

機能が付加され

たもの。 

遠隔制御装置 

 

その他は上と同じ。 

11,250 
高度な環境制御機能が付加されたものと

は、複数の機器操作に関する要求項目を、

インタフェースを通して機器に送信するこ

とで、当該機器を自ら操作することができ

るソフトウェアをハードウェアに組み込ん

でいるものであること。 

 
通信機能が付加

されたもの。 

遠隔制御装置 

 

上と同じ。 

通信機能が付加されたものとは、文章表示

欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊

富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール

等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達す

ることができる専用ソフトウェアをハード

ウェアに組み込んでいるものであること。 

生
体
現
象
方
式 

生体信号の検出装置

及び解析装置 
プリンタ及び遠隔制

御装置を除き上と同

じ。 

11,250 
生体現象方式とは、生体現象(脳波や脳の血

液量等)を利用して「はい・いいえ」を判定

するものであること。 
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２－４ 装用訓練の手順と留意点 

 

⚫ 実際の機器使用場面を想定して、意思伝達装置本体、本体支持具、入力装置、入力装置
支持具、呼び鈴、呼び鈴分岐装置などを仮に設置する。障害当事者だけでなく、家族や

介助者にもいっしょに確認していただくと、実際の生活場面での使用に差しさわりが

ないかを確かめながら訓練を進めることができる。 

⚫ 本体の電源を入れて、入力装置等でも電源が必要なものは電源を入れて、画面の起動と
初期画面を確認する。初期設定には、利用者登録や Wi-Fi、インターネット、電子メー

ルなどの設定も必要な場合があるので、アカウント名やパスワードなどを障害当事者

や家族に予め用意していただく。 

⚫ 生体現象方式の意思伝達装置では、感度や閾値の設定、視線検出式入力装置では、キャ
リブレーションという初期設定が必要で、予め用意することができず、その場で調整す

る必要があるので訓練の時間に余裕を見ておく。 

⚫ 機器の操作評価は、まず初期画面のメニューから、文書作成画面を選び、例えば、自分
の名前を入力するところから始める。視線検出式入力装置では、画面の端の文字まで正

しく選択できるか確認する。次に文書作成だけでなく、インターネット閲覧やテレビな

どの環境制御など障害当事者のニーズに沿って意思伝達装置の機能を使えるか確認を

進める。 

⚫ 希望があれば、他の機種や入力装置についても同様に試用する。但し、障害当事者の疲
労を考慮すると、1回に色々な機器を試すことが難しいので、訪問または外来の回数が

増え、評価期間も長くなる場合があることを了解していただく。 

⚫ 機種選定の際に、実際の機種を見せるタイミングは大事な要素である。最初に見た機器
の印象が強く刷り込まれてしまうと、障害当事者のニーズや機能により合った機器が

あっても、選択されないことがある。装用訓練チームで十分に検討する。 

 

２－５ 試用機器の貸し出し 

 

⚫ 機種選定された意思伝達装置一式を 1－2週間程度貸し出して試用できることが望まし

い。実生活の中で、装用訓練チーム抜きの家族や介護者のみで試用機器のセッティング

から操作まで行うと、装用訓練時には想定しなかった問題の洗い出しができる。 

⚫ 実際には、業者や装用訓練の実施機関が十分な数の試用機器を持っていないことが多
いので、貸し出しは難しいことが多いと思われる。その場合は納品後のフォローアップ

（７頁、表１）で課題について対応する。 
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２－６ 希望機種の決定と訓練結果報告 

 

⚫ 装用訓練を行った機器の中から訓練結果と障害当事者の意見を元に、表１２の留意点
を再度確認して導入機器の最終的な選定を行う。 

⚫ 補装具の意思伝達装置の基準項目（１０頁、表２および１８頁、表３）に合わせて、意
思伝達装置本体・入力装置・周辺機器の組み合わせを決定する。遠隔制御装置のように、

新規処方で本体の中に含まれるものもあるので注意する。アフターサービスを受けや

すい近隣の業者を選択した場合、取り扱いできる意思伝達装置の種類に限りがある場

合もある。 

⚫ 装用訓練チームは、装用訓練の依頼を受けた市町村の担当者、または障害当事者・家族
などに、意思伝達装置の適応の可否、推奨できる操作方法、導入可能な機器の組み合わ

せなどの訓練結果を報告する。 

 

表１２ 導入機器選定の留意点 

意思伝達装置本体・入力装置 周辺機器 

・画面のみやすさ 

・入力のしやすさ（速度、確実性等） 

・パソコンとしての使用（意思伝達装置以 

 外のアプリケーションの使用） 

・メーカーのアフターサービス 

・呼び鈴の夜間使用などの使用条件 

・遠隔制御装置の操作対象 

・プリンタの使用、不使用 

・使用環境や使用姿勢に合わせた固定 

 具、支持具 

 

 

装用訓練後の実施機関の関与のしかた 

 装用訓練の実施機関は、訓練結果報告後、障害当事者・家族の市町村への補装具申請、

判定、業者見積もりを経て、市町村の支給（不支給）決定、業者による納品・設置とい

う流れ（７頁、表１）となる。実施機関は、訓練結果報告を行うところまでが役割であ

るが、実際にはフォローアップにも関与することが望ましい。使用開始してからの機械

的な不具合は業者が対応するが、障害当事者の身体機能やその変化に直結する問題は、

医療職が対処しないと解決しない場合がある。訪問が可能であれば、設置状況や操作状

況を確認し、市町村や装用訓練の実施機関が窓口となり、継続的に意思伝達装置が使用

できるように業者とともにサポートできるのが理想的である。訪問が難しければ、写真

やビデオによる確認や、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、普及してきたオ

ンライン会議ツールを利用することも検討する価値がある。 
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３ 装用訓練の実施機関に必要な「機材」「人材」「費用」「教育」 

 

⚫ 装用訓練の実施機関は、訓練に使用する試用機器と訓練を実施する医療職などの専門
職を備えていることが必要である。また、訓練費用と訓練を行う専門職自身の装用訓練

に関する教育は今後の課題である。 

 

３－１ 試用機器の整備 （機材） 

 

⚫ 装用訓練を実施するためには、試用する意思伝達装置や入力装置の試用機器が必要で
ある。装用訓練の実施機関が複数台の試用機器を持っていることが望ましい。 

⚫ 通常は業者からお借りするが、訪問や外来に合わせて試用機器を用意することや 1 週

間程度の貸し出しを受けることは意外と難しい。複数の試用機器を持っている業者が

少なく、遠方の場合には郵送費用や貸し出し費用が必要な場合もある。 

⚫ 最終的な導入機器の選定の際には、障害当事者が実際に試した機器が選ばれるので、試
用機器のラインアップは、障害当事者の機器の選択に大きく影響する。 

⚫ 試用機器は最新のものが望ましい。 

・機能の追加や廃止があった場合には機器操作に大きな影響がある。操作画面の仕様が

変わると、操作感が大きく変わることがあり、導入のハードルが上がる。 

・パソコンのＯＳが古いとアップデートに対応できない、入力装置や遠隔制御装置がつ

ながらないなどの不具合が生じることがある。 

・業者からの情報収集を定期的に行い、最新の機器を揃えておくことが重要である。 

⚫ 機器の貸し出し中に故障があった際に、タイムリーに修理を行うことは難しいが、試用
機器を複数台持っておくと、予備機と交換を行うことができるので、装用訓練を継続す

ることができる。また、装用訓練中に別の方への装用訓練を行う場合にも、複数台の試

用機器があれば運用可能となる。 

⚫ 現在市販されている意思伝達装置の本体、入力装置、及び周辺機器のリストを表１３、
１４、１５に示す。情報提供の際に使えるように、その時点の最新のもので、予めメー

カーや販売店のホームページやデモを見て、動作や機能を確認した機器で、アフターサ

ービスがしっかりしていることなどを基準にリストアップし、購入や業者からの貸与、

使われなくなった機器の寄贈品などで、できるだけ多くの種類を揃えるように努力す

る。 

 

 

 

 

 



53 

 

表１３ 意思伝達装置本体（例） 

 

製 品 名 製 造 元 製造元ホームページ 

OriHime eye（ｵﾘﾋﾒｱｲ） オリィ研究所 https://orihime.orylab.com/eye/ 

TCｽｷｬﾝ（ﾃｨｰｼｰｽｷｬﾝ） クレアクト 

https://www.creact.co.jp/item/w

elfare/tobii-eyetrackers/tc-

scan/tcscan-top 

miyasuku（みやすく） ユニコーン 
https://www.e-

unicorn.co.jp/eyeconsw 

伝の心（でんのしん） 日立ケーイーシステムズ 
https://www.hke.jp/products/den

nosin/denindex.htm 

eeyes (ｲｰｱｲｽﾞ) オレンジアーチ https://orangearch-labo.com/ 

LUCY（ﾙｰｼｰ） ダブル技研 
https://www.j-

d.co.jp/welfare/lucy.html 

話想（はなそう） 企業組合Ｓ.Ｒ.Ｄ. 
http://www.maroon.dti.ne.jp/han

asou/ 

マイトビー クレアクト 

https://www.creact.co.jp/item/w

elfare/tobii-

eyetrackers/mytobii-i15-

wide/i15 

ファインチャット アクセスエール 
https://accessyell.co.jp/produc

ts/fine-chat/c1-1/ 

マクトスＦＸ、マクトスＷＸ テクノスジャパン 

http://www.technosjapan.jp/prod

uct/communication/2017/10201036

17.html 

新心語り、新心語り（単語発信プ

ラス） 
日立ケーイーシステムズ 

https://www.j-

d.co.jp/welfare/kokorogatari.ht

ml 

Cyin（ｻｲﾝ）福祉用モデル CYBERDYNE（ｻｲﾊﾞｰﾀﾞｲﾝ） 
https://www.cyberdyne.jp/

products/cyin.html 

トーキングエイドプラス ユープラス 
https://www.talkingaid.ne

t/products/ta-plus 
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表１４ 意思伝達装置用入力装置（例） 

 

製 品 名 製 造 元 製造元ホームページ 

ジェリービーンスイッチ 

（接点式） 
パシフィックサプライ https://www.p-supply.co.jp/ 

ポイントタッチスイッチ 

（帯電式） 
パシフィックサプライ https://www.p-supply.co.jp/ 

ＥＭＯＳ ＣＸ 

（筋電式） 
テクノスジャパン http://www.technosjapan.jp/product/c

ommunication/2019/1218151513.html 

ファイバースイッチ 

（光電式） 
パシフィックサプライ https://www.p-supply.co.jp/ 

ブレスマイクスイッチ 

（呼気式） 
パシフィックサプライ https://www.p-supply.co.jp/ 

ピエゾニューマティックセンサ

ースイッチ 

（圧電素子式）（空気圧式） 

パシフィックサプライ https://www.p-supply.co.jp/ 

PC-EYE5（視線検出式） クレアクト https://www.creact.co.jp/item/welfar

e/tobii-eyetrackers/pceye5/pceye5-

top 

 

表１５ 意思伝達装置用周辺機器（例） 

 

製 品 名 製 造 元 製造元ホームページ 

ＰＣアーム 

（固定台 アーム式） 
トクソー技研 http://www.tokso.net/pasokonsien4.htm 

マルチスタンド 

（固定台 自立スタンド式） 
丸山電機 http://maruyama-denki.com/products/MD-

STD-01A-BJ.html 

スタンダードアーム 

（入力装置固定具） 
パシフィックサプライ https://www.p-supply.co.jp/ 

ユアコール 

（呼び鈴） 
ダブル技研 https://www.j-

d.co.jp/welfare/yourcall.html 

ブンキングボックス 

（呼び鈴分岐装置） 
ダブル技研 https://www.j-

d.co.jp/welfare/bunkingbox.html 

なんでもＩＲ 

（遠隔制御装置） 

テクノツール https://www.at-mall.com/products/ir-

center?_pos=1&_sid=5f4654ef0&_ss=r 
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３－２ 訓練体制 （人材） 

 

⚫ 装用訓練の実施に際しては、多くの専門職が関わる必要がある。医師の指導の下に、身
体機能や操作姿勢の評価は、理学療法士（PT）や作業療法士（OT）、言語機能は、言語

聴覚士（ST）、試用機器や周辺機器の用意や調整は業者やエンジニア、障害当事者と家

族のニーズ把握や市町村などの関連機関との連携はソーシャルワーカー、など多くの

職種がチームとして必要な情報共有をして関わることが望ましい（１９頁、図２２）。 

⚫ 装用訓練は、障害当事者と意思伝達装置の新規作成や修理のタイミングでピンポイン
トに関わる。訓練を行うために必要な情報は、その方に日常的に関わっている市町村の

担当者、保健所の担当保健師、ケアマネージャーや訪問看護師、ヘルパーなど地域の支

援者から聞き取ることが必要である（図２７）。 

⚫ 訓練チームの人材確保や人材育成には、経験者を中心に、実際のケースにいっしょに取
り組みながら、情報共有や研修を行い、知識と経験を蓄積する。 

⚫ 訓練チーム内に必要な専門職がいない場合には、組織内連携を図り、他部署の応援を求
める。直接、外来や訪問による訓練に参加することが難しくても、写真やビデオ、ＳＮ

Ｓ、オンライン会議ツールなどを利用して、情報共有とアドバイスを受けることは可能

である。 

⚫ 組織に所属する職員は異動があるので、担当者が代われば、チームのメンバーを再構成
し、その都度情報共有を行う必要がある。 

 

図２７ 地域の支援者との連携 

沖縄県南部保健所「コミュニケーション支援に関する手引き作成作業部会」編： 

気持ちの伝え方☆受け取り方ＢＯＯＫ12)の図表を改変 
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３－３ 訪問、入院、装用訓練費用 （費用） 

 

⚫ 装用訓練にかかる費用は、補装具費では賄えず、どのように捻出するのかは今後の課題
である。 

⚫ 装用訓練は、外来、入院、訪問などの形態で行われる。補装具費支給制度の考え方では、
費用の中に必要な諸経費は含まれている。しかし、実際には見積もりや納品のため、自

宅へ訪問する必要があり、これをカバーできる費用は現状の意思伝達装置の基準項目

には含まれていない。また、機器の再調整や、故障対応などの訪問は制度にはうたわれ

ていない。現在はそれを賄う全国的な制度はないが、必要な人に機器を供給していく上

で検討が必要である。 

⚫ 全国のほとんどの地域では訪問のシステムがないので、販売店の営業担当者が様々な
役割を担うことを求められているのが実態だと思われる。 

 

３－４ 研修 （教育） 

 

⚫ 意思伝達装置は、補装具の一項目であるが、年間の支給は 730件で、手動車椅子の 21，

230件に比べれば 3％余り（厚生労働省令和 2年度厚生統計要覧データ）で、役所や更

生相談所でも導入に関わったことのある人の数が少ないため、経験の蓄積がない。訓練

や判定についても同様で、機器導入の際に適切な判断ができるように制度や本マニュ

アル、巻末の参考文献の内容などは関係者の教育に利用されるべきである。 

⚫ 意思伝達装置の説明は、実機を見て、実際に操作してみる体験があるとより理解が深ま
り、利用する方がどのような気持ちで操作しているのかを想像しやすい。研修会などの

形式で、できれば多職種が一堂に集まる形で行われるとよい。そこで、装用訓練の実施

に必要な多職種連携を経験することができ、多様な視点を学ぶことができる。もちろん、

時間的な制約や、現状の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に合わせて、より多く

の専門職に教育機会を保障する上で、オンラインによる研修も合わせて行う必要があ

るだろう。本マニュアルに合わせて、研修マニュアルを作成するので、必要に応じてご

活用いただきたい。 
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４ まとめ 

 本マニュアルが適切な意思伝達装置の導入に役立つことを願っている。 

マニュアルの作成の際には、全国的な調査に基づいた、「重度障害者用意思伝達装置」導入

ガイドライン 13）14）など多数の文献や調査を参考にさせていただいた。補装具装用訓練は、

障害当事者の生活状況に適した機器を客観的に評価・選択することにとどまらず、障害当事

者と家族がこれからのコミュニケーション手段を自己決定する重要なプロセスとなる。 

 本書を参考にしながら、各地の地域性やリハビリテーション関連のリソースの量と質に

合わせてオリジナルの装用訓練のやり方を編み出すことと、それを常に次世代へ受け継ぎ

ノウハウを蓄積していただきたい。 

 本マニュアルは、内容のブラッシュアップが必要だと考えます。そのためには、全国の皆

様からご意見をご教示いただけると幸いです。製品情報や技術情報は、マニュアル発行時点

の内容になります。お読みになっている皆様も、メーカー情報や展示会情報などを元に、情

報を更新していただくようお願い申し上げます。 
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参考資料 視線検出式入力装置の選定上の注意点  
 視線検出式入力装置は平成 30年度の補装具制度改定で新設された項目で、比較的歴史が

浅い。事例の集積と課題の検討が今後必要である。現時点で事例から見える特徴と、装用訓

練における留意点などを述べる。 

 現在視線検出式が増えている理由は様々だが、 

①メディアやインターネットで情報を得て障害当事者や家族が試用を希望した 

②装用訓練実施機関が予後を考慮して、最初から視線検出式入力装置をつなげることがで

きる機種を選択肢として提示した 

③視線による入力は文字等走査入力方式に比べて、選びたい文字を直接選択できることか

ら、スキャンの待ち時間がなく、文字の入力効率がよい印象がある 

などがあげられる。 

 まず、装用訓練で視線入力装置を使用する上で、後述のように、全身状態や身体機能全般

と合わせて、眼球運動などの視機能を確認することが重要である。眼球の動きに問題がなく

ても、眼瞼下垂があれば、視線検出の妨げになり、首周りの筋力低下で頭が前後に落ちるよ

うであれば、やはり視線検出が難しくなる。眼鏡使用者では眼鏡のずれも影響する。眼振が

あれば、選択したい文字を一定時間凝視することが難しくなる。 

 意思伝達装置の種類によっては、画面全体がスクロールして、常に画面の真ん中で文字を

見れば入力できるものもあるので、適用の可能性があると判断したら、装用訓練を行ってみ

て、障害当事者に判断していただく。人によっては客観的に明らかに操作が難しくても、実

際に試して納得される方もいるので、専門職の判断だけで適否を決めてしまうのは、その後

の支援に対する信頼関係を損ねるので注意する。 

 文字入力のスピードや効率については、なるべく実際に装用訓練の中で比較、体感してい

ただく。入力スピードが速くても、誤入力が多ければ、効率が良いとは限らない。また、他

の入力装置に比べて入力は早いが、眼精疲労が非常に大きい場合にどうしたいのか、決めて

いただく必要がある。最終的には障害当事者の体感だが、意思伝達のニーズとも合わせ、仕

事で長時間文章入力が必要である方は、他の入力装置も試して比較検討すべきであるし、趣

味で短時間インターネット検索する方は、多少、目に疲労感が残っても問題ないかもしれな

い。 

 視線検出式入力装置は、呼び鈴の操作をする際に注意が必要である。視線検出式はパソコ

ン本体に接続して、意思伝達装置のソフトウェアがあって初めて動作する。呼び鈴分岐装置

に直接つないでも動作しない。例えば、夜間に呼び鈴だけ使いたいときでも、視線検出式入

力装置を使用する場合は、意思伝達装置のパソコンの電源はつけておく必要がある。夜寝る

ときにモニタの明かりがまぶしくて寝られないという場合には、呼び鈴を操作するために

は別の接点式などの入力装置を用意する必要がある。意思伝達装置の補装具申請で視線検

出式入力装置をつける場合には、呼び鈴専用に別の入力装置を同時に申請することは制度
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上できない。また、完全な暗闇では視線検出できない。意思伝達装置の導入の前に、大きな

声で人を呼べなくなった段階で、例えば日常生活用具の制度を一部利用して、呼び鈴を別途

導入しておいて、別系統で呼び鈴も使用するといった方法が考えられる。 

 ドライアイ対策の点眼や、眼鏡のレンズクリーニングやフレーム調整、眼球回りの筋肉と

顔面のマッサージ等のケアは、介護者におこなってほしい。障害当事者が長く機器を使用で

きるために必要な人間側のメンテナンスである。 
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はじめに 
 

 

 

補装具の重度障害者用意思伝達装置（以下、意思伝達装置）の購入等にあたり、障害者総

合支援法に基づく補装具費支給の際に、一定の資格要件を満たした医師が判定し、障害当事

者の身体機能との適合、日常生活や作業における有効性などを判断することを求められる

が、意思伝達装置を適切に選定するためには装用訓練が必要である。その過程に関わる医療

スタッフ、更生相談所や市町村などの社会福祉職、業者やエンジニアなどの技術職に補装具

費支給制度、意思伝達装置の使い方や障害当事者への適用の可否などについて、基本的なこ

とを知っていただく必要がある。 

本マニュアルは、装用訓練の方法について説明した別冊「重度障害者用意思伝達装置の補

装具判定のための装用訓練マニュアル」と合わせて、訓練を実施する関係者に必要な研修に

ついて、研修用資料の例を含めて１つのパッケージ化として提案する。全国各地の更生相談

所や拠点病院が補装具・意思伝達装置の判定に関わる、またはこれから関わろうとするスタ

ッフに向けて研修を行う際の参考にされたい。 
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１．研修の目的と対象者について 
 

 

補装具の処方には様々な専門職が関わる。医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護師、保健師などの医療職、市町村役所や更生相談所などの社会福祉職、業者やエンジニ

アなどの技術職が制度利用の流れの中で役割を果たすことで適切な装置が当事者に供給さ

れる。 

 例えば医療職には、制度の理解と装置の理解を中心に、社会福祉職には装置の理解と、身

体機能に合わせた装用訓練について、技術職には制度と装用訓練について、それぞれを強調

した内容にすることで、必要な知識と技術を習得する。ケアマネージャーなどの介護保険関

係者は様々なバックグラウンドを持っているので、全般的に網羅した内容を知っていただ

く必要がある。 

 

 これらの専門職に対して、以下のように理解を進めることが大切である。 

 

 補装具「意思伝達装置」を必要な方へ供給するためには、様々な専門職が関わり、障害当

事者とご家族を支援しなければならない。車椅子や下肢装具などの補装具と比較して、意思

伝達装置の供給には独特の困難性が伴う。例えば以下のような点である。 

 

 ①意思伝達装置が周知されていない 

 ②処方に携わった経験のある医療や福祉の専門職が少ない 

 ③取り扱い業者が少ない 

 ④意思伝達装置の取り扱いに高度の専門知識が必要 

 ⑤補装具費支給制度が分かりにくい 

 ⑥多くの専門職（またはその役割を代行する者）が必要 

 

そのため、現在障害当事者への意思伝達装置の導入に関与している方も、これから関わる

方も研修会や説明資料を通して理解を深めていくことが望ましい。 

研修内容には３つの側面が考えられ、１つ目は、意思伝達装置そのものの理解、2つ目は、

補装具費支給制度についての理解、3つ目は本人の身体機能に合わせた操作評価方法の理解

である。 

 対象者に合わせて、強調し、より詳しく説明する部分を変える必要がある。また、様々な

職種の参加者を対象に実施する研修では、グループ分けやグループワークを取り入れるこ

とが望ましい。他職種との意見交換の場となり、意思伝達装置の導入に必要な専門職がチー

ムとして取り組むことの良い機会となる。したがって、研修の目的は以下のとおりである。 
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〇研修の目的 

 ①意思伝達装置を理解する 

  意思伝達装置とは何か 

  入力装置と周辺機器について 

 ②補装具費支給制度を理解する 

  相談から判定、制度利用の流れ 

  意思伝達装置、入力装置の供給について 

 ③装用訓練を理解する 

  装用訓練とは 

  装用訓練の手順                                        

  装用訓練の留意点 
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２．意思伝達装置について 
 

 

 

６－１．「意思伝達装置の理解」のスライド資料（１２頁）を参照 

 

⚫ 正式名称を重度障害者用意思伝達装置という。 

⚫ 重度の両上下肢及び言語機能障害者であって、意思伝達装置によらなければ意思の伝
達が困難な者が給付の対象である。 

⚫ 意思伝達装置は「文字走査入力方式」「生体現象方式」の 2種類にわけられる。 

⚫ 重度の障害者でも操作ができるよう、8種類の入力装置が制度の対象になっている。 

 

意思伝達装置 

名称 特徴 イメージ図 

文字等走査入力方式 50 音表の行や列が自動で走査(スキャン)さ

れ、選択する。 

 

生体現象方式 呼びかけに対する脳波や脳血流量の変化を

検出。 
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入力装置 

名称 特徴 イメージ図 

接点式入力装置 別名押しボタンスイッチ。操作がわかりや

すい。 

 

帯電式入力装置 別名タッチセンサ。身体の静電気に反応。 

 

筋電式入力装置 筋収縮を捉える。筋電の検知のため直接身

体に装着する必要がある。 

 

光電式入力装置 光ファイバーを通じて手指などに光を当

て反射の強さを検知。 

 

呼気(吸気)式入力装

置 

呼吸による気圧の変化を検知、先端を口で

咥えるため衛生管理（消毒や洗浄）が必要。 

 

圧電素子式入力装置 ピエゾ素子の薄板のたわみにより発生し

た電圧を検知する。微細な動きも捉えるこ

とができるが、直接身体に貼付する必要が

ある。 

 

空気圧式入力装置 空気圧の変化を検知する。 

 

視線検出式入力装置 視線の動きを赤外線カメラで検出しパソ

コンのマウスカーソルを動かす。 
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その他、意思伝達装置を使用する際の周辺機器として、意思伝達装置を固定する用具、入

力装置を固定する用具、呼び鈴（ナースコール）を必要に応じて補装具として費用支給が可

能である。 

 

周辺機器 

名称 特徴 イメージ図 

本体修理 ハードウェアの故障、または機器を使い続け

るのに必要なソフトウェアのアップデート

に対応する。 

 

固定台(アーム式) アーム式はオーバーテーブルやサイドレー

ルにクランプしたアームに意思伝達装置を

固定する。   

固定台 

(テーブル置き式) 

意思伝達装置を一定の画面角度に固定する

台である。 

 

固定台 

(自立スタンド式) 

自立式でキャスター移動が可能なスタンド

型の固定台。 

 

入力装置固定具 入力装置を本人の操作しやすい位置に固定

する。 

 

呼び鈴 呼び鈴（呼びベル）は，病院のナースコール

に当たるもので，家庭や施設でも同様に人の

呼び出しに使用する。 
 

呼び鈴分岐装置 意思伝達装置を操作する入力装置で呼び鈴

も操作できるようにするための装置。 

 

遠隔制御装置 家電製品のリモコン装置で、意思伝達装置に

接続して、入力装置を介して家電製品が操作

できるようになるもの。 
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３．補装具費支給制度について 
 

 

 

６－２「補装具費支給制度についての理解」のスライド資料（１８頁）を参照 

 

⚫ 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具を補装具といい、購入費を公
的に支給する制度。 

⚫ 義肢、装具、視覚障碍者安全つえ、車椅子などがあり、重度障害者意思伝達装置は平成
18年から補装具として処方されるようになった。 

⚫ 身体に装着する用具のため身体機能や生活状況を確認し、医師が処方をする。 

⚫ 補装具を処方する医師は判定医と呼ばれ、判定医が処方をすることを補装具判定、と呼
ぶ。 

⚫ 制度利用の流れは、①本人等が市区町村へ申請し、②障害者更生相談所が必要性を判定
し、③市町村が補装具導入に必要な補装具費の支給を決定し、④本人または代理受領す

る業者に支給される。 

⚫ この一連の流れは自治体によりリハビリテーションセンターを介するなど特色がある
ため、研修開催前には開催地の補装具判定の流れを確認されたい。 
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４．装用訓練について 
 

 

 

 装用訓練の詳細については、別紙「重度障害者用意思伝達装置の補装具判定のための装用

訓練マニュアル」を参照のこと。 

 

６－３「装用訓練の理解」のスライド資料（２２頁）を参照 

 

⚫ 装用訓練とは意思伝達装置を最適に処方するためのプロセスのひとつ。 

⚫ 意思伝達装置は処方経験がある専門職が少ないので、使用適応の判断に困難さがある。 
⚫ 実際に試用し、体験することで使用適応の判断の困難さを解消する。 

⚫ 装用訓練の結果を判定医や関係機関と共有し最適な意思伝達装置の処方へ繋げる。 

⚫ 装用訓練実施機関は、主治医や専門職が配備されている病院や、地域のリハビリテーシ
ョンセンターが担うことが望ましい。 

⚫ 装用訓練は自宅や施設など普段の生活の場で、できれば数回実施し、機器のセッティン
グが習得できるか、ケアの邪魔にならないか、など確認する。 

 

 

 

装用訓練の流れ 

チームづくり 本人を取り巻く多職種が役割をもって連携する 

事前の情報収集 依頼内容の確認、訪問や外来の日程調整、関係機関への連絡 

身体機能等の評価 評価メンバーの選定、評価用機器の選定 

装用訓練の実施 評価結果を元に試用機器の選定と設置、搬入 

使用適応の判断 使用状況を確認し、機種を選定する 
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５．研修会の運営について 
 

 

 

研修準備 

 研修会開催担当者の選出、研修対象者、内容を確定し、広報を行う。実技演習を行う場合

は機器の準備を行う。 

 

研修内容 

 意思伝達装置の導入と装用訓練の実施に必要な「意思伝達装置の理解」「補装具費支給制

度についての理解」「本人の身体機能に合わせた操作評価方法の理解」の 3つの視点での構

成が望ましい。 

 

１．「意思伝達装置の理解」 

 （講義）意思伝達装置の種類、入力装置の種類、周辺機器について 

 （実技）機器の操作演習 

 (担当者例) リハ工学士、機器メーカー 

 

２．「補装具費支給制度についての理解」 

 （講義）補装具費支給制度について、自治体の取り組みについて 

 （担当者例）障害者更生相談所職員 ソーシャルワーカー 

 

３．「装用訓練の理解」 

 （講義）コミュニケーション支援の理解、疾患の理解、身体機能評価の実際 

 （担当者例）医師、作業療法士 理学療法士 言語聴覚士 

 

 研修開催にあたり、参加対象者に合わせた内容の検討が必要である。例えば補装具申請手

続きを担う市町村の福祉職向けであれば、２を手厚く行い、１や３は最低限必要な情報に留

める、また訪問看護や訪問介護など直接機器に触れる支援者向けであれば、１や３をメイン

に行う、などの工夫をするとよい。 

 参考までに次項に研修会資料の例を用意したので参考にされたい。 

 

 

 

 

 



73 

 

６．研修会レジメ例   
６－１．「意思伝達装置の理解」  
意思伝達装置の理解

研修のポイント

①機器の種類（制度上の区分け）を理解する

②研修内に演習の時間を設ける

 

意思伝達装置とは？

•限定された部位の動きで、使用者の意思を伝
える装置

•「限定された部位」

指先・足先・呼気・顔面の一部 など

• ALS・筋ジストロフィー・パーキンソン病など
の難病の方が使用する場合が多い

 

 

プリンターへの出力

意思伝達装置（基本的な構成）

画面への出力

 

意思伝達装置 （例）

品名 入力方式

伝の心(でんのしん)

文字等走査方式

話想（はなそう）

ＴＣスキャン(ティーシースキャン)

Miyasuku(ミヤスク)

ファインチャット

トーキングエイドプラス

マクトスＦＸ マクトスＷＸ
生体現象方式新心語り 新心語り（単語発信プラス）

Cyin(サイン)福祉用モデル

Orihime-eye(オリヒメアイ)

その他マイトビー

LUCY

 

 

「伝の心」(文字等走査方式)

 

ＴＣスキャン (文字等走査方式)

※視線入力装置のオプションあり

クレアクト ホームページより
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Miyasuku Eyecon(文字等走査方式)

※視線入力装置のオプションあり
 

トーキングエイド プラス

(文字等走査方式) 

トーキングエイドcafé ホームページより

 

 

 

心語り (生体現象方式)

脳血流を計測することにより、脳
の活性度を推測する

→Yesを意思表示したいときには、
暗算等で脳を活性化させる

エクセル・オブ・メカトロニクス株式会社ホームページより

 

MCTOS (生体現象方式)

電極により、特定の周波数の筋電や脳波を検出し、
脳が活性化状態かどうかによりYes/Noを判定する

テクノスジャパン ホームページより

 

 

 

生体現象方式の特徴

• 基本的にはYes/Noの表出程度
どちらかというと、「スイッチ」に近い

• （現在のところ）反応を検出するのに時間がかかる
文字・文章などの出力は極めて難しい

• 相性がかなりある? （慣れがかなり必要な場合も）

 

Orihime Eye (その他)

視線により文字盤が動く形式。
人が文字盤を使う動きに近い。
視線の動きが小さい人でも使用できる場合がある。
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マイトビー (その他)

視線入力なのでスイッチは不要

ただし、高価(140万円～)

クレアクト ホームページより

 

LUCY (その他)

眼鏡に付けたレーザーポインターから発するレーザー光を
照射した文字が入力される。

レーザーポインター

株式会社ライフサポート ホームページより

 

 

 

入力装置 （例）

品名 入力方式

ジェリービーンスイッチ 接点式入力装置

ポイントタッチスイッチ 帯電式入力装置

ＥＭＯＳ ＣＸ 筋電式入力装置

ファイバースイッチ 光電式入力装置

ブレスマイクスイッチ 呼気式(吸気式）入力装置

ピエゾニューマティックセンサースイッチ 圧電式入力装置

ＰＣ－ＥＹＥＳ 視線検出式入力装置

 

入力装置 (接点式入力装置)

 

 

 

入力装置 (接点式入力装置)

マイクロライトスイッチ (作動力が小さい)

 

入力装置 (圧電式入力装置)

グラスプ(握り)スイッチタッチスイッチ

パシフィックサプライ(株) ホームページより

 

 

 



76 

 

 

入力装置 (空気圧式入力装置)

パシフィックサプライ(株) ホームページより

 

入力装置 (帯電式入力装置)

ピンタッチスイッチ

（この先端に人の皮膚が触れると反応する）

パシフィックサプライ(株) ホームページより

 

 

 

入力装置(視線検出式入力装置)

「TCスキャン」「Miyasuku」はこのオプションを追加して、
視線入力による意思伝達装置にすることができる。
将来、視線入力が有効と思われる利用者は考慮しておく

とよい。

 

押しやすい(操作力が小さい)
スイッチの方が良い?

•操作力の小さすぎるスイッチは誤操作の原因に
なる

•「押す」動作と同じくらい「離す」動作が大切

•適切な操作力のスイッチが必要

 

 

 

意思伝達装置全般について
大事なこと

•利用者本人へのフィードバック(スイッチ、文
字表示、音声)

•意思伝達装置本体も大事だが、操作するための
スイッチはもっと大事

•ケアなどの際に邪魔にならない工夫

 

通信機器が付加された意思伝達装置

•インターネットを通じて遠隔地の相手のパソ
コンなどに対してメールなどのメッセージを
送信することが可能。

インターネット
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簡易な環境制御機能が付加されたもの

•環境制御機能

外部の機器を制御できるもの早い話がリモコン

TV

ビデオ

エアコン

 

意思伝達装置の利用を助ける道具

•本体固定台

•入力装置固定具

•呼び鈴・呼び鈴分岐装置

ベッドに寝ている姿勢でも、本体の表示が見やすくする

スイッチなどの入力装置が常に使用者の使いやすい位置

にする

意思伝達装置使用中でも、介助者などを緊急の際に呼

ぶことができる

 

 

 

アシスタンド（固定台）

 

スタンダードアーム
（入力装置固定具）

 

 

 

スプリントを製作して
スイッチを固定した例

 

呼び鈴・呼び鈴分岐装置

•意思伝達装置の使用者の可動部位は限られている

•意思伝達装置使用時でも介助者を呼びたい場合は
ある

•可動部位で操作できるスイッチ・センサーを、特
定の操作をすることで一時的に呼び鈴につなぐ

Ex. 吸痰、人工呼吸器などの異常、排泄、その他
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呼び鈴分岐装置

ナースコールなどの
呼び鈴

呼び鈴分岐装置の使用方法：
呼び鈴分岐装置を介し、
意思伝達装置・入力装置・呼び鈴を接続しておく

 

意思伝達装置・入力装置のまとめ

•限定された部位の動きで意思を伝えることが可能

•不随意の入力がある人に対しては使用しにくい

•スイッチ式の入力装置は入力に時間を要する

•視線入力装置は入力効率がよい一方で目の疲労に
留意する必要がある

 

 

 

参考：
コミュニケーション支援機器

＊これらは「補装具費支給制度の対象外」です。

• トーキングエイド for iPad

（自治体により、“日常生活用具給付”での支給あり。ご確認く
ださい。）

• 自分のパソコン＋オペレートナビ

（自治体により、“日常生活用具給付”での支給あり。ご確認
ください。）

• 自分のパソコン＋Hearty Ladder

（無料ソフト。自分のＰＣへソフトウエアをダウンロードして
使用する。）

 

意思伝達装置の支援

• 重度障害者意思伝達装置を必要とする方は、その状態像から主治
医や往診医、ケアマネージャーや相談支援専門員、介護・福祉
サービス提供者、保健所などの行政サービス担当者など、さまざ
まな支援者が関わっています。

• 意思伝達装置で胃ろうや気管切開などの重要な意思決定を支援者
に伝え、それを支援者がくみ取り自己決定を反映した生活環境の
整備に繋がることも充分考えられます。

• 支援の前提として、本人の全身状態の安定や、本人と家族の心理
的な安定が重要です。

• 意思伝達装置を含むコミュニケーション機器の選定・適合評価は、
チームで役割分担を明確にして行うことが望ましく・・・

「チームをつくり、チームで支援をする」ことで本当
に役立つ機器の導入に繋がります。
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６－２ 「補装具費支給制度についての理解」 
 

補装具費支給制度に
ついての理解

講義のポイント

①補装具費支給制度とは（自治体の取り組みを含む）

②制度対象の意思伝達装置の紹介

③制度利用の流れ

 

制度の位置づけ

平成18年10月1日

障害者自立支援法の完全施行

日常生活用具から補装具へ

・厚生労働省による告示､補装具費支給事務取扱

指針にて基本構造、価格、対象者などを規定

・スイッチの選定等には、利用者の身体状況や

生活環境等を見極めた適合が必要

（＝補装具の定義に合致）

 

 

 

意思伝達装置の対象者

補装具費支給事務取扱指針で定められている。

「重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であって、

重度障害者用意思伝達装置によらなければ意思の伝達が

困難な者」

 

〇〇市における対象者

（講義のポイント）内容は研修対象者、開催場所等に応じて
自治体の最新情報を記載ください。

例）横浜市 次の（ア）～（エ）いずれにも該当する必要があります。

（ア）障害状況

・身体障害者手帳１，２級を所持（肢体不自由のみの等級）

・両上肢に著しい障害があり、かつ、言語機能が喪失状態に相当する者（言語機
能障害の手帳の有無は問わない）

・日常的なコミュニケーション手段として必要とする者

（イ）知的状況

重度障害者用意思伝達装置を扱うに必要な理解があること

（ウ）使用環境

家族や介護者等､利用するための支援が確保されていること

（エ）使用目的

呼び出し以外の意思伝達の目的があること
 

 

 

〇〇市における対象者
（難病患者等）

例）横浜市

・言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している
者

・筋萎縮性側索硬化症（ALS）等の神経・筋疾患である者

⇒身体障害者手帳１、２級の有無は問わない。

医学判定時に確認されれば可。

※神経・筋疾患以外の難病患者については、まず身体障
害者手帳の申請を勧奨します。

（講義のポイント）講義の際は、研修対象者、開催場所等に応
じて自治体の最新情報を記載ください。

 

補装具の支給基準より抜粋
（種目：重度障害者用意思伝達装置）

名称 基本構造 価格

文字等走査
入力方式

（a）意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込ま
れた専用機器であること。文字盤又はシンボル等の
選択による意思の表示等の機能を有する簡易なもの

143,000

（b）簡易な環境制御機能が付加されたもの
191,000

（c）高度な環境制御機能が付加されたもの
450,000

（d）通信機能が付加されたもの
450,000

生体現象方式 生体信号の検出装置および解析装置
450,000
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①文字等走査入力方式

＜基準と主な製品＞
a.簡易なもの
b.簡易な環境制御機能が付加されたもの
⇒製品：ファインチャット

c.高度な環境制御機能が付加されたもの
d.通信機能が付加されたもの
⇒製品：伝の心、TCスキャン、miyasuku、

 

①文字等走査入力方式
a.簡易なもの
b.簡易な環境制御機能が付加されたもの

価格；¥398,000

ファインチャット

アクセルエース株式会社ホームページより

 

 

 

ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や
発声､要求項目やシンボル等の選択
による伝言の表示や発声等を行うソフトウェア
が組み込まれたもの

対象者：
操作が簡易であるため、複雑な操作が苦手な
者、もしくはモバイル使用（持ち運び）を希
望する者

a.簡易なもの¥143,000

①文字等走査入力方式

 

１つの機器操作に関する要求項目を､インタｰフェｰスを通
して機器に送信することで、

当該機器を自ら操作することができるソフトウェアを､ハー
ドウェアに組み込んでいるもの

対象者：

独居等日中の常時対応者(家族や介護者等)が不在等で､家
電等の機器操作を必要とする者

例； テレビ、エアコン 等

①文字等走査入力方式

b.簡易な環境制御機能が付加されたもの ¥191,000

 

 

 

①文字等走査入力方式
c.高度な環境制御機能
d.通信機能が付加されたもの

価格；¥450,000

伝の心 ＴＣスキャン miyasuku

 

複数の機器操作に関する要求項目をインターフェｰスを通し
て機器に送信することで､当該機器を自ら操作することがで
きるソフトウェアをハｰドウェアに組み込んでいるもの

対象者；

独居等日中の常時対応者(家族や介護者等)が不在等で、
複数の家電等の機器操作を必要とする者

例；テレビやエアコン等の操作が可能な「学習リモコン」
を付加した場合等

①文字等走査入力方式

C.高度な環境制御機能が付加されたもの ¥450,000
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生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相
手に対して伝達することができる専用ソフトウェ
アをハードウェアに組み込んでいるもの

対象者：

通信機能を用いて遠隔地の家族等と

連絡を取ることが想定される者

①文字等走査入力方式

d.通信機能が付加されたもの ¥450,000

 

生体現象（脳の血流や脳波量等）を利用して、
「はい・いいえ」を判定するもの

対象者：

筋活動(まばたきや呼気等)による機器

操作が困難な者

②生体現象方式

 

 

 

15

脳血流を計測することにより、
脳の活性度を推測する

→Yesを意思表示したいときに
は、暗算等で脳を活性化させる

エクセル・オブ・メカトロニクス株式会社ホームページより

心語り

 
1616

ヘッドバンドの電
極により、特定の
周波数の脳波を検
出し、脳が活性化
状態かどうかによ
りYes/Noを判定
する。

マクトス

株式会社テクノスジャパンホームページより

  

 

 

・本体の電源を入れた際に､自動的に

｢意思伝達装置の機能を有するソフトウェ
ア｣が起動し､終了時にシステム

電源を終了することができる

⇒ 一体型の専用機器は、フリーズ等の

トラブルが少ない

・補装具業者がソフトウェア､ハードウェア
両方を機器全体のシステムとして修理対応
できる

「専用機器」の定義

 

市販のパソコンに、意思伝達装置の機能を有するソフトウェ
アをインストールして利用するものは、専用機器ではない。

例：オペレートナビTT２ （株）テクノツール社

（相談事例）

もともと自分のパソコンを使用しており、慣れた動作環境で
意思伝達機能を使いたい…

⇒ 専用機器ではないため､基本的には対象外｡

特別な事情がある場合は、特例補装具として検討する
必要あり｡

「専用機器」の定義
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補装具判定の流れ（作成）

（講義のポイント）研修対象者、開催場所等に応じて自治体
の最新情報を記載ください。

適合判定の流れの他に、必要書類の揃え方、相談窓口や担
当課、担当者の情報があるとよいでしょう。

 

補装具修理の流れ

判定が必要な修理
①日常生活用具として給付したものの修理
②身体状況の変化等による入力装置の種類交換、
部品・本体の修理（身体評価が必要なもの）

判定が不要な修理
・前回作製したものの部品の交換のみの場合
⇒自治体での支給決定が可能

※判定依頼の必要書類・流れは新規と同様。まずは更生相
談所に相談を。
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６－３ 「装用訓練の理解」 

 

装用訓練の理解
研修のポイント

①装用訓練の必要性を説明

②事前準備の必要性の理解

 

装用訓練（試用訓練）とは

•重度障害意思伝達装置を最適に処方するための
プロセスのひとつ。

•実際に意思伝達装置を試用し体験すること。

 

 

 

装用訓練の必要性

•重度障害者意思伝達装置は他の補装具と同様に
判定医(以下医師）が判定し、補装具の処方を
行う。

•身体・精神機能、ニーズなどに基づき使用適応
を判断する。

•意思伝達装置は処方経験がある専門職が少ない
ので、使用適応の判断に困難さがある。

•最適な意思伝達装置の判定のため、装用訓練
（試用訓練）を実施することが望ましい。

 

装用訓練の流れ

①訓練の準備

②装用訓練の実施

③使用適応の判断

 

 

 

①－１ 装用訓練の準備
チームづくり

•対象者には家族、主治医、ケアマネジャー、
サービス提供事業者、保健所など多くの支援者
が関わっている。

•支援者とも意思の伝達をするので、支援者が意
思伝達装置を理解する必要がある。

•装用訓練実施の際も同様。

•そのためまずチームづくりからスタート。

 

①－１ 装用訓練の準備
チームづくり

【チームづくりのポイント】

•装用訓練実施にあたりそれぞれの役割を決める

例）本人・家族 → 機器の管理をする

主治医 → 判定に必要な情報提供

ケアマネジャー → ニーズの聴取 など

•使用の最終決定はあくまでも本人であることを
チーム全員で認識する
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①－２ 装用訓練の準備
事前準備

【実施機関】

•依頼内容の確認

•身体機能等の評価

•装用訓練後、速やかに処方がされるよう更生相談
所、市町村と事前の情報共有

•訓練の実施方法の検討（外来なのか訪問なのか）

 

メール・LINE

人を呼ぶ 介助依頼

会話

緊急度 高い

緊急度低い

遠い 近い

相
手
と
の
距
離

用途の確認→何をするために使用する？

①－２ 装用訓練の準備
事前準備

相
手
と
の
距
離

 

 

 

呼び
ベル

Yes・No
メッ
セージ

リスト

口文字
文字盤

PC・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ
＋アプリ・

入力装置

携帯用会話

補助装置
重度意思
伝達装置

人を呼ぶ
◎ × × × × 〇

介助依頼
× ◎ ◎ △ 〇

単語登録利用

〇
定型句利用

会話
× △

単語〇
長文△

〇 〇 〇

メール・LINE
× × × 〇 × 〇

用途の確認→用途と意思伝達装置の機能はマッチして
いるか？

①－２ 装用訓練の準備
事前準備

 

①－２ 装用訓練の準備
事前準備

•身体機能等の評価 入力装置の操作方法を検討

 

 

 

①－２ 装用訓練の準備
事前準備

• 機器選定・・・意思伝達装置、入力装置、周辺機器

意思伝達装置の選定

マクトス 伝の心

支持具

ﾊﾟｿｯﾃﾙ ｱｼｽﾀﾝﾄﾞ

入力装置の選定

ｽﾍﾟｯｸｽｲｯﾁ PPSｽｲｯﾁ

・本人の希望

・介助者のｾｯﾃｨﾝｸﾞ能力

・職場や通所先へ持参・携帯

・操作の耐久性

・ｾｯﾃｨﾝｸﾞの再現性

・自宅と通所先の使用環境

・運搬や設置のしやすさ

 

①－３ 装用訓練の準備
機器（デモ機）の用意

① 実施機関で購入

② メーカーや販売店へ依頼

③ 仮受け制度の活用

④ ＡＬＳ協会など関連団体の貸し出しサービス

市町村より状況が異なるので、地域ごとにあわ
せた最新情報を記載ください。
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こちらは訪問での対応事例です。事前の情報収集から
意思伝達装置を選定、入力装置は当日数種持ち込み使用
評価後、設置を行いました。

機器の設置

②ー１ 装用訓練の実施

入力装置の評価と設置

 

②ー２ 装用訓練の事例

指の動き 頭部の動き呼気・吸気

ポイント＝どの動きで入力装置を操作するか

 

 

 

②－３ 装用訓練のポイント

•自宅、施設など普段の生活の場で試用体験をす
ることが重要。

•普段の生活の中で家族や支援者のみでセッティ
ングや使用ができるか？

•意思伝達装置や入力装置などが生活やケアの邪
魔にならないか？

•装用訓練は数回実施することが望ましい。

 

③ 適応の判断

•装用訓練の様子をチームで共有する

•判定医へ情報提供する

•装用訓練の結果、意思伝達装置の処方に繋がら
ないケースもありますが、今後病気の進行や生
活の変化により意思伝達装置の検討をするかも
しれません。

•その時に装用訓練の情報が役立つ。
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                           重度障害者用意思伝達装置 

装用訓練実施のための研修マニュアル 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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